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開会 午前 １０時００分 

○議長（今泉 正敏） おはようございます。 

  本日は全員出席で開議は成立いたします。  

  傍聴に来庁された皆様には、本町議会に関心を持たれますことを感謝申し上げます。  

  傍聴の際は、皆様へ配付しております一般質問通告書一覧、１ページの注意事項を熟

読されまして、御協力をいただきますようにお願いをいたします。  

  日程第１、一般質問を行います。  

  質問者は８名でございます。  

  質問時間は、申し合わせにより、答弁を除き１人３０分以内といたします。  

  この際、議員の皆様に議事進行に際してのお願いを申し上げます。  

  本会議での議論が活発になることが大事であると考えますので、多少の発言のずれは

認めたいと思います。 

  ただし、６月議会からリアルタイムでの配信を行っていますので、質問議員も答弁者

も、言葉遣いには気をつけられるように求めます。  

  発言内容を精査して最終日に議長判断を報告させていただきます。  

  御協力をお願いいたします。  

  それでは、順次、質問を許可いたします。  

  質問順位１番、横山久義議員。  

○議員（横山 久義） おはようございます。 

  議席番号４番、横山でございます。  

  今回は、２つの項目について質問させていただきます。  

  一つは、６月議会でも予告しておりました、ごみ処理施設クリーンパークの稼働延長

に関する質問であります。  

  そして、二つ目は、今、計画の見直し作業が進行中の都市計画マスタープランや、２

５年から始まっております町の総合計画等のいわゆるまちづくりの柱となるべき、町の

基本計画についての質問であります。  

  それでは早速、一つ目のクリーンパークの稼働延長に関する質問に入りたいと思いま

すが、このことに関しては、質問事項が多いこともあり、今回と１２月議会、そして、

来年の３月議会の計３回に分けて質問を行いたいと思っております。 

  クリーンパークに関する質問は、平成２４年の３月議会で初めて取り上げました。  

  以後、数回にわたり質問をさせていただいたわけですが、今回の質問に関係する部分

を議会広報に掲載した範囲で、順を追って簡潔に申し上げます。  
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  まず、２４年３月議会で、クリーンパークが平成１４年から稼働し、施設の使用期間

は平成３０年３月末までとなっていること、そして、覚書に期限が切れる５年前には、

具体的検討に入ることになっているため、現段階では、新たな施設計画はかなり進んで

いなければならない、以上について答弁を求めたところ、町長は、これまでの反省も含

め、平成３０年４月以降のことについて、しっかりと具体的な形となるよう進めていき

ますと答えられました。 

  次に、平成２４年６月議会で、次期ごみ処理施設を検討する際、２４年度中に大筋の

めどをつけるためには、枠組みをどうするのかを、今、決めなければ何も前には進まな

いと思うがとの問いに、宇美町・志免町両町の組合への参入については、現状のままの

委託方式でお願いしますと言い続けているとの答弁でした。  

  ただ、その後、果たして、両町が、今までどおりの委託方式で了解されたかどうかの

報告はなされていないようであります。  

  次に、平成２４年９月議会で、次期プラント建設に関しての進捗状況を尋ねたところ、

クリーンパーク施設の運用を大きな方針とし、平成３０年から１０年間程度延長するこ

とを基本的に考える、とクリーンパーク議会で話しましたと答弁されております。 

  ここで初めて１０年稼働延長の話が出てくるわけですが、１０年稼働延長の話は正式

には平成２４年８月２１日の施設組合議会で、組合長であります三浦町長が発言された

ことで間違いないかを、確認の意味でまずお尋ねをいたします。  

  次に進みます。 

  稼働延長を、しかも１０年間という具体的数字で打ち出すには、それなりの相当しっ

かりした根拠がなければなりません。  

  ですから、答弁を聞いたときには、私が３月議会で質問したときから、早速、次期施

設計画に向けた取り組みを進められているものと思っておりました。  

  しかし、その後、それらしき検討結果の報告を受けることもなく、地元にも稼働延長

の根拠についての説明もありませんでした。  

  それどころか、稼働延長の話が１年ほど前からは、あたかも、稼働延長は可能である

とのニュアンスで伝えられるようになっております。  

  ここで具体的事例として、三重県の伊賀市の取り組みについて、簡単に紹介したいと

思います。 

  ただ断っておきますが、伊賀市の取り組みが、非常にすぐれているから紹介するので

はありません。 

  ごく一般的な事例だと思ったから取り上げたと思っていただきたいと思います。 
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  伊賀市は、伊賀神社でおなじみの自治体がありまして、人口は１０万人を少し下回っ

ております。 

  ごみ処理は市単独で行われておりますが、ここの可燃ごみの処理には、クリーンパー

ク同様、ＲＤＦ方式が採用され、稼働開始も平成１４年からで、精製されたＲＤＦを県

のＲＤＦ発電所で処理していることも、クリーンパークと同じであります。  

  ただ、両者の違いは、福岡県の大牟田市にあります発電所は、平成３４年度まで稼働

するのに対し、三重県の発電所は、平成３２年度で廃止する点と、伊賀市の場合、地元

との使用協定は、平成３２年度までなのに対し、クリーンパークのほうは、平成２９年

度である点であります。 

  ところが、地元との使用協定が平成３２年度までとクリーンパークより３カ年余裕が

ある伊賀市は、平成２５年３月には、基本事項検討に関する報告書を策定しております。  

  当然、検討事項には、ごみの将来予測から始まり、地元との使用協定が延長できた場

合のこと、延長できても、ＲＤＦ発電所が閉鎖された後のＲＤＦ受入先をどうするかの

検討、あるいはＲＤＦ方式のほかに溶融方式等を考える必要があること、さらには、地

元との使用協定が延長できなかった場合のことなど、検討事項が多岐にわたっておりま

す。 

  報告書の中の基本事項の位置づけの欄を読み上げますと、このようなことが記されて

おります。 

  将来のごみ処理のあり方については、全国的なごみ処理の状況、直営・委託に係る業

務のあり方、市民のニーズ等を踏まえ、処理方式、施設規模、設置場所を検討する必要

があることから、今後、検討委員会等を新たに設置し、これらの内容を検討するに当た

り、現段階での基本的事項（現状、課題等）を洗い出すことにより、円滑な検討にする

ものとします。 

  なお現段階での基本事項であることから、今後、使用計画（基本構想、基本計画等）

を策定する際は、随時更新または見直しを行います。  

  伊賀市の事例のように、あくまで稼働延長はあらゆる課題を検討した後に打ち出すこ

とができる一つの選択肢にすぎません。  

  ですから、稼働延長を公言するためには、しっかりとした基本事項の検討が必要不可

欠であります。 

  さらに１０年間という具体的数字を示すためには、その科学的根拠が必要となること

は当然のことではないでしょうか。  

  組合長がもし具体的な根拠もなしに、稼働延長の発言をされたのであればそれは無責
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任としか言いようがありません。  

  もし、しっかりとした根拠があるのなら、ぜひお示ししていただきたいと思います。  

  次は、クリーンパークの建設に要した用地取得費、造成費及びプラント建設費などの

費用のうち、平成２６年度における起債等の償還額はいかほどになるのかを教えていた

だきたいと思います。 

  また、交付税で戻ってくる金額を差し引いた実質的な平成２６年度の町の負担額、最

終返済年度を教えていただきたいと思います。  

  以上で、一つ目の質問を終わらせていただきます。  

○議長（今泉 正敏） それでは、ただいまの質問に対して、答弁を求めます。  

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  それでは、横山議員の一つ目の質問、クリーンパークわかすぎの稼働延長に関する懸

念と課題について、ご答弁申し上げます。  

  まず、クリーンパークわかすぎを１０年間稼働延長する話、これは通告書にはその話

がひとり歩きしている、いつ誰がこのような無責任な話を打ち出したのか、どんな説明

があったのかという項目が書かれてありましたが、クリーンパークわかすぎの稼働延長

がひとり歩きしているという無責任な話については、何をもってそのようなことをおっ

しゃっているのか私には理解できないところでございます。  

  このような表現を議会広報の中で、質問のタイトルとされてはかないませんので、も

う一度おさらいの意味で、ここで経過を申し上げます。  

  また、今回の御質問に対する答弁において、多少、須恵町外二ヶ町清掃施設組合組合

長という立場での発言というところも出てまいるかもしれませんが、議長にお許しいた

だきたいと存じます。 

  私は、平成２４年８月の須恵町外二ヶ町清掃施設組合の議会におきまして、組合長と

してその責任において、クリーンパークわかすぎはまだ十分にその施設の機能を発揮す

ることができることから、これを平成３０年度から１０年間程度、稼働延長することを

基本的な考えとするということを御報告いたしました。  

  そしてそのことを９月の町議会定例会において、議会の皆様に御報告し、さらに、横

山議員の一般質問に対する答弁においても、その旨申し上げたところでございます。  

  また、昨年３月には、乙犬・尾仲・若杉の各区において、組合長及び副組合長である

構成３町の町長、各町議会の議長、また、組合議会の議長や副議長等関係者が各公民館

にお伺いし、稼働延長に関する説明会を実施し、クリーンパークわかすぎを平成３９年
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度まで稼働延長したい旨、御説明を申し上げたところでございます。  

  その際には、事業継続に向けた地元の代表者による委員会等の設置について、御協力

をいただくようお願いしたところであり、本年６月には、乙犬・尾仲・若杉の各区の関

係者からなるクリーンパーク稼働延長協議会が発足したところでございます。  

  クリーンパークわかすぎの稼働延長につきましては、私は、地元の町長として、また

須恵町外二ヶ町清掃施設組合の組合長として、関係議会、地元の皆様、関係町の皆様方

とともに、今後とも、真摯に取り組んでまいります。  

  また、先ほど伊賀市の事例の御報告がございましたが、このような内容につきまして

も当然のことながら、今後逐次洗い出しをしていきながら、報告をしなければならない

と考えているところでございます。  

  次に、クリーンパークわかすぎの建設費に係る起債関係の御質問にお答えいたします。  

  クリーンパーク若杉の建設費のうち、平成２６年度の篠栗町の起債償還額は２億４７

６万３,０００円でございます。  

  このうち交付税算入額は８ ,３８７万１ ,０００円で、差し引き１億２ ,０８９万２ ,０

００円が平成２６年度の篠栗町の負担額ということになります。  

  また、返済の最終年度は平成２９年度となっております。  

  最後に申し上げますが、クリーンパークわかすぎは、横山議員が町長時代に中心的な

役割を果たしながら建設された総投資額、約１１５億５ ,０００万円、これは、周辺道路

整備事業は除きますが、２１世紀にふさわしい画期的なごみ処理施設でございます。  

  あなたの輝かしい実績であるクリーンパークわかすぎでございます。  

  稼働当初は、大牟田リサイクル発電所のトラブル等もありまして、参加各町の議会に

おいても施設に対する批判がかなりございました。  

  しかし、ＲＤＦ処理に関する民間の研究開発も格段の進歩を遂げつつある昨今、ＲＤ

Ｆを大事な燃料として使用するよう産業界の機運が高まっております。  

  稼働当初から１５年が経過しても十分稼働可能な先進的なこの施設を、地域の皆様に

御理解と御協力を賜りながら大事に、稼働延長させ、初期投資額に見合った効果を引き

出すそうと懸命の努力をしているところでございますので、どうぞ稼働延長に対し、前

向きにお考えいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、横山議員。 

○議員（横山  久義）  今、町長の答弁をお聞きしまして、稼働延長をですね、施設組合

としてあるいは、また地元の町長として考えられる。  
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  これは結構なことなんです。 

  しかしあくまでも地元の同意がなかなかがないと、稼働延長というのは、実現しない。  

  そういうリスクもあるわけです。ですから、そういう稼働延長を地元の異論がでてく

るかもしれません。そういう中で、稼働延長はだめだよと。言われたときにどういう選

択肢があるのかを事前に、そういう課題をですね、事前に洗い出して、そして検討して

いく。そういうことが大事だろうと。 

  今答弁聞いたら、機能は、十分に発揮します。誰が決めたんですか。恐らく施設組合

の執行部の方はそういうことは全く素人ですよ。プラントに関してのことも。 

  いわゆる外の建物は立派だから持ちますよという、そんなもんじゃないと思う、プラ

ントというのは。 

  それぞれスタートしたときから劣化が始まっているわけですから、そういうことでい

ろんなトラブルが起こってくるわけですから。  

  確かに使えるものなら使ってほしいという気持ちは私自身も個人的にはあります。し

かし、相手があることなんです。ですからいろんな選択肢も考えないけないよと。  

  そういう検討がまずはあって、その中で、地元の同意がとれるかどうかということに

取りかかる、そういうプロセスが必要だろうということで私が伊賀市の例をこれは当た

り前のことやってる例ですから、紹介したんですね。  

  町長は、今後、洗い出しを行います課題をね、問題点ということですが、それでは遅

いんです。 

  今やらないと、今までにやっとかないと、そして、その中でまずは、延長をお願いで

きないだろうかっていうことは私は許されることと思うんですね。  

  ですから、今までそういう洗い出しをやってないんですか。やってるんですか。それ

をお答え願います。 

○議長（今泉 正敏） 三浦町長。 

○町長（三浦  正）  横山議員の御質問の中で冒頭の私がお話し申し上げたところで少し

食い違いがあろうかと思いますが、地元の協定書につきましては、この恒久的な施設に

関する協定という形で、地元の協定ということについては１５年ということは入ってい

ないのはよく御存じのことと思います。  

  これはクリーンパークと宇美、志免が構成しております５町のブロック会議のところ

で、１５年間というものを１つの目途にして、その後、恒久的に宇美、志免がずっと私

どものクリーンパークに、ごみを搬入できるということを思ってもらっては困るので、

１５年をめどに次期の処理施設も含めて検討する必要があるのではないかというところ
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で初めて出てきている内容であることは十分御承知のことであろうかと思います。  

  かといいまして、私が１５年というものはないから地元に当然またそれをお願いでき

ますよということを言っているわけではございませんで、これについては、３４年まで

大牟田リサイクル発電を延長するという県の重大方針に沿う形で当然のことながら私ど

も５年間延長するわけでございますし、施設につきましてはいわゆる可燃関係、それか

らリサイクル関係の施設は２５年ぐらいの耐用年数、管理等は５０年の耐用年数です。  

  当然のことながら、延長に向けた補修については万全の体制で今臨んで、それぞれの

負担を各町にお願いしているわけでございまして、そういうことを総体的に踏まえたと

ころで、いろんな答弁をしているところでございます。  

  延長につきまして、今お話があった個別の三重県伊賀市で行われたようなことにつき

ましては、当然担当でありますクリーンパークの事務局につきましては、検討を加えて

いるところでございますが、これはまとめて、改めて御報告申し上げることといたしま

す。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、横山議員。 

○議員（横山 久義） 順番が逆じゃないですか。  

  いろんな検討やった上にね、地元に延長をお願いしますならわかります。その選択肢

の中にそれが１番出てくるのも理解できます。  

  しかし、今から、事務局に検討をさせますとかじゃ、本来はそれじゃいけないと。し

かし、実際やられてないと思う。  

  ですから、今から先、遅ればせながらでもいいですから、やはりそこはやっぱり真摯

に、取組んでもらいたいなと思うんですよ。  

  どういう課題があって例えば、最初に設置したときにどういう約束があって、これは

実現した、これはまだだ、これは手をつけてないとか、いろんなこともあると思うんで

すね。だからそういうものを洗い出して、そして、これについてはどこを今やってるよ

だとかいろんなことをやはり検討しながら、地元にもお願いするという形をとらないと、

そう簡単には同意はとれないと思います。 

  まず、今の町長の答弁だったら、そのまま額面どおり聞けばですよ。  

  まず、地元は１５年と決めてないなら、地元の同意なんかいりませんよというふうに

聞こえるんですね。 

  それやったら稼働延長の協議会なんか必要ないでしょう。  

  だから、そういうことじゃないと思う。  



－ 19 － 

  その協定書に１５年とうたってないにしてもそういう申し合わせみたいなものでなっ

てるわけですから。 

  そこはやっぱりね、私がこういうふうに質問したからですけど、真摯にやるべきこと

はやってもらいたい。 

  ですから、洗い直しをやってもらいすぐに取りかかってもらえるかどうかについて。  

○議長（今泉  正敏）  先に整理しましょうかね、先ほど質問議員が言われた、そういっ

た作業が行われてないって思うっていうふうなところがですね。  

  余りにも広すぎてあやふやだと思います。  

  先ほど最初に申しましたように、リアルタイムで聞いてある方もおられますのでそう

いったところは、余り住民に不安を与えるようなことになっては困りますので、そうい

った部分は、質問の内容をあまり広げないようにされたほうがいいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

  議長が言ってるのはですね、伊賀市のいろんな検討事項のことを申されましたね、そ

ういったことをここの組合議会がされてないっていうことを断言されたように聞こえま

したので、そこの部分はあんまりそういうふうに広げられたら、後で困りますので。  

○議員（横山  久義）  今後事務局なんかで、洗い出しを行いますという答弁をいただい

たから、ということは、今までにそれが完了してないという判断したから言っただけの

話ですから。 

  ですから、そうであるならば、それはけしからんということも今言っても仕方ないか

ら、今からでも、それを、１からやってもらいたいということで、私は、再質問やって

るつもりです。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  横山議員の御説明を踏まえて申し上げれば、個別の検討は当然やっ

ておるわけでございますけれども、それを体系的にまとめて御報告するということは、

これまでやっていなかったので、今後についてはそれを可及的速やかに行うようにして

まいりたいということを御報告申し上げたかったわけでございます。  

○議員（横山  久義）  角度を変えて質問いたしますが、１０年延長を発せられたのは平

成２４年の８月でございます。  

  ただ、その３年前にですね、平成２１年度にいわゆるクリーンパーク、特にＲＤＦ施

設のほうだと思うんですけども、もう既に、平成２１年度に悪臭が出てるということで、

その対策をやられたと、６月議会に答弁されております。  
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  脱臭装置を最新のものされたということですが、ある程度の効果はあったかもしれま

せんけども、それで完全にクリアしなかったということで、今年の４月に、いわゆるダ

クトを増設する工事をやりましたということです。 

  ただそれでも、完全にそれでおさまるかというと私は収まらないんじゃないかなと。

それは経過見なければ何とも言えませんけども。  

  ただ、この１０年稼働延長を発せられた平成２４年度というは、このいわゆる悪臭対

策が完了してないんですよ。その時から今は５年かかっているんですね。それでもまだ

解決してない。そういうときに、果たして、その１０年稼働延長できますよということ

が言えたのかということなんですよ。  

  町長が言われたように、私の時代にですね、ＲＤＦを導入しました。  

  ただ、これには時間的な制限もあるし、地元との協議というのを考えた場合、これし

かないということでやったわけですけども、今となって、いろいろと問題点が出てきて

おります。 

  一つは、当初から言われてるのは、維持管理費が高くつくということ。もう一つは、

私も想定してなかったけども、どうしても臭いが出るということはやっぱり致命的なも

のではないかなと思います。  

  ほかの施設ではそういうことがなってないと言われるかもしれませんけども、大部分

がですね、全国見ても、わかるとおり、山の奥にあるんですよ、この施設は。 

  だから近くに民家がないから、少し臭いが出たって影響ないということ。  

  ただ、そこはうちのクリーンパークと違うとこじゃないかなと思いますんで、やっぱ

そういうことも踏まえてね、ＲＤＦは今後いいのかどうかもやはり検討して、早急にま

とめていただきたいなということを思ってますが、いかがでしょうか。  

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  はい、臭いの件につきましては、当初想定されていなかったという

ことでございますが、当然のことながら、ごみ処理施設ということでございますので、

一定の臭いはあることであろうかと思います。  

  そういうことから迷惑施設としての地域対策等もあるわけでございましょうが、今Ｒ

ＤＦの臭いの処理につきましては、先ほど御説明がありました新しい形での消臭剤を投

入するような形、それとダクトを変更する。 

  それでもまだいろんな臭いがあるわけで、その全体の臭いのこの部分は取れました、

ということはありますけれども、今度、クリーンパーク議会で建設について皆様方にお
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諮りした分は、今まで、灯油を使って燃やしておりましたが、どうしても完全燃焼する

までの時間帯に不完全燃焼する臭いがもれ出すとのことから、今回、天然ガス化をする

設備に変更する、これも、国の補助を受けて対応するということでやっておるところで

ございます。 

  そうしたさまざまな臭いをそれぞれ一つずつ潰していきながら、できるだけ、環境に

配慮した地域住民の皆様からも、あまり苦情を聞かれない設備にしていきたいというこ

とは、私どもも常々考えておりますし、その部分についても、また御報告申し上げたい

と思います。 

  以上です。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、横山議員。 

○議員（横山  久義）  この質問の最後になりますけども、クリーンパークのプラントの

建設費用、その償還、実質の町の負担が１億２ ,０００万円強あるということですが、平

成２９年度にそれが１５年間で全て、払い終わるということでございます。  

  ３０年以降はその費用が要らなくなるわけですが、もちろん補修、改修等に若干上乗

せしなければいけないかもしませんが、それをですね、いずれ、稼働延長の話はどうな

るかわからないにしても、いずれは新しいプラントを建設しなければいけない。 

  そのためにですね、全てをとは言いませんけども、ある程度のものは残して積み立て

るなど構いませんから、残してですね、今後に備える必要があると思いますんで、その

点について、今まだそこまでの判断ができなかったら、そういう検討をされるかどうか

の答弁をお願いします。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  次期プラント建設につきましては、須恵町外二ヵ町清掃施設組合と

いう３町の枠組みを維持していく限りにおいて、当然のことながら３町の町長でまずス

タートとして話し合っているわけでございますが、その建設のための資金としてプール

するということにつきましては、一つの御意見としてお承りしておくことにいたします。  

  プラント建設につきましては当然その後のものという、今クリーンパークの後の施設

ということでは、３町の町長でしっかりと今協議をしているところでございます。  

○議長（今泉 正敏） 終わられますか。 

○議員（横山 久義） 以上で最初の質問の一般質問終わります。  

○議長（今泉  正敏）  先ほど横山議員がですね、この建設当初、その施設が少し高くつ
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くという問題もあったという発言をされました。  

  そのことはですね、私が今まで感じていたのは、最初は夢の施設ということで大々的

に日本中で建設されて、我々が受け取っていた気持ちは、高くつくより、安くつくとい

うふうにとらえておるとですが、あのまま発言残しときますか。  

○議員（横山 久義） 私が今言ったのは、維持管理費が高くつきますよと。  

  例えば溶融だとか燃焼方式、初期建設費用、イニシャルコスト、それはかなり安くな

ります。 

  そのことは当然安くなります。  

  しかしどうしても乾燥するだとかいろんなことが手間がかかる、そして固形化して持

っていく、そういうこともあるから、維持管理費というのはどうしても高くなりますと

いうことは最初から申し上げています。  

  どの文献を見てもそう書いてあります。  

  ですから、最初に作った費用ではないということ。  

  私はそういう意味で言ったつもりです。 

○議長（今泉  正敏）  そこの部分がですね、地域住民から言ったら、その施設が高くつ

く、安くつくという部分はトータルで受けとると思うんですよね。  

  だから、そこの高くつくことも問題であったということを議員がおっしゃって、それ

を残しとったらですね、それを見聞きした方は、当初から高くつくことがわかっとって

建設したのかなっていうふうに受け取るんじゃないですかね。  

  それは確認しとったほうがいいと思います。  

○議員（横山 久義） この質問の中で重要な部分ではございません。  

  ですからそこは、省略されても構いません。  

  ただあくまでも１５年間という想定の中での計算ということがありますからね。  

  これが例えば延長ということなっていくと、当然、その分は維持管理費がウェイトを

占めてくるということもあります。 

○議長（今泉 正敏） はい、後で精査いたします。  

○議員（横山 久義） 次は町の基本計画に関して、お尋ねをいたします。  

  一つ目は、町の基本計画の趣旨についてであります。  

  町が作成しております基本計画に総合計画と都市計画マスタープランがありますが、

一般の方にはその違いがわかりづらいのではないだろうかと思っております。  

  ですからまずはこの二つの基本計画について、その趣旨を簡単に簡潔に説明願います。  

  二つ目は執行部の認識度についてであります。  
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  総合計画や都市計画マスタープランの基本計画は、まちづくりを推進する執行部にと

っては非常に重要な指針であることから、町長初め全ての職員は、これらの指針を熟知

した上で、尊重し、それぞれの持ち場で業務を遂行してあると思っております。  

  そのように思ってよろしいかをまずはお尋ねをいたします。  

  ３つ目は、県が告示した篠栗都市計画についてであります。  

  福岡県は平成２３年４月２５日に、篠栗都市計画を告示しております。  

  そしてこの計画の基礎調査は、町が県の委託を受けたものですが、篠栗町議会には報

告してないと、担当課から聞いております。  

  私は議会の報告はされるべきだと考えますが、議会に説明する必要がないと判断され

た理由をお聞かせ願います。  

  また、県から委託を受けた際、委託費があったかどうか。  

  委託費があった場合の金額及び委託年度等について明らかにしていただきたいと思い

ます。 

  四つ目は、篠栗町の人口の動向についてであります。  

  まちづくりを推進するに当たり、重要な課題の一つに、人口の動向があることは言う

までもありません。 

  それ以外に基本計画には、将来の目標人口が書き記されておりますし、その目標を達

成するため、小施策を立案し実行に移していると言っても過言ではありますせん。  

  つまり、人口の増減は施策の正否のバロメーターでもあると私は考えております。  

  県告示の篠栗都市計画では、市街地内人口が平成１７年の２万７ ,６００人だったもの

が、平成２７年にはおおむね２万８ ,８００人に１０年間で１ ,２００人増加すると想定

しております。 

  また、昨年から始まった第５次総合計画では、町の全人口を平成２９年には３万２ ,８

００人、平成２５年の３万１,５５５人から、１,２４５人増加させるとしております。  

  しかし、残念ながら現実は計画とはほど遠く、昨年７月３１日時点で、３万１ ,５８９

人だった人口が、ことしの７月３１日には、３万１ ,４９９人と１年間で９０人も減少し

ている状態であります。 

  この５次総合計画の期間は平成２９年までとなっており、目標を達成するためには、

これから３カ年半で１ ,３００人以上の人口をふやさなければなりませんが、担当課を含

め、町はその意欲をお持ちでしょうか。  

  もし意欲があるとすれば、今後どのような施策で人口増加を図ろうと考えてあるのか

説明していただきたいと思います。  
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  ちなみに参考の意味で申し上げておりますが、お隣のＳ町は、この１年間で１６２人

増加しております。 

  さらに、三浦町長のカラーが色濃く出始めた平成１８年から今日までの篠栗町の人口

増加が３４４人にとどまっているのに対し、Ｓ町は１,５９３人と、我が町の４ .６倍も

人口が増加しております。  

  Ｓ町には失礼かと思いますが、利便性でははるかにまさる篠栗町が、Ｓ町にこれほど

のおくれをとったことを非常に残念に思っております。  

  次の質問に移ります。 

  平成２５年第１回定例会に高田・金出・上町区域の農地計画調整区域の見直しに関す

る請願書が関係区域の農地所有者から提出されたことは御承知のとおりであります。  

  議会としては、一地域を限定しての見直しは難しいものがあったため、請願者の了解

を得て全地域を対象としてマスタープランに沿って検討されるよう、全員賛成にてこの

請願を採択しております。  

  ですからその後、執行部は議会の意向を踏まえ、どのような検討されているのか教え

ていただきたいと思います。  

  また、請願者から、執行部に対し、請願と同じ趣旨の要望書の提出がその数カ月後に

あっております。 

  請願者に対し誠意をもって対応されていたのなら、このようなことは起こらなかった

はずです。 

  請願者に対しどのような対応されたのか、説明していただきたいと思います。  

  最後の質問は、町内の宅建協力会と町との合同勉強会についてであります。  

  先月の２８日、町内の宅建協力会と、町の関係部署との合同勉強会なるものが行われ

たと聞いております。 

  現在都市計画マスタープランの見直し作業が大詰めを迎えているこの時期に、このよ

うな会合をもつ必要があったのか、理解に苦しみます。  

  この会合に出席された町関係者の名前と、この会合を開く必要性についてお示し願い

ます。 

  以上です。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは、ただいまの２問目の質問に対して答弁を求めます。  

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは、横山議員の２番目の質問、まちづくり基本計画について
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の６項目にわたる質問に順次お答えしてまいります。  

  まず、一つ目の総合計画と、都市計画マスタープランの違いについて簡潔にお答えい

たします。 

  総合計画は、町の最上位に位置づけられる計画でありまして、目指す将来のまちの姿

を示すなど、行財政の総合的な指針となるものに対しまして、都市計画マスタープラン

は、町の総合計画と県の都市計画区域マスタープランに即し、町が定めるものでござい

ます。 

  都市の具体性ある将来ビジョンを確立し、都市計画の指針として、地区別の将来のあ

るべき姿をより具体的に明示し、地域における都市づくりの課題と、これに対応した整

備等の方針を明らかにするものでございます。  

  次に、これら計画が町の重要な指針となることを執行部は熟知し尊重してるかという

質問でございますが、ここは大変重要なポイントでございます。  

  私が就任後、第４次総合計画の位置づけや計画策定後の各課長、各課の総合計画に即

した事業意欲の程度を逐一ヒアリングし、確認いたしましたが、総合計画が作成された

時点で、棚の奥にしまい込まれてしまったと感じたのが現実でございました。  

  こうした反省を踏まえて、第５次総合計画においては、総合計画を作成したこれから

が大変重要であって、各課長は常に総合計画を手元において総合計画に沿っているか、

確認することと、厳しく指導してまいりました。  

  また、１０年間という長期間の計画では、焦点がぼけてしまうことから、５年間の実

効性ある計画としたのも、そうした理由からでございます。  

  また、国において総合計画の作成が義務づけから努力義務に変更されたことも重要な

点でございます。 

  これまで県に各種の事業計画の打診に赴くと、まず言われるのが、総合計画のどこに

記されていますか、という点でございました。  

  国や県の事務を遂行しやすくするための自治体に課した総合計画であった気がしてお

ります。 

  努力義務に変わったことで、今後は私ども基礎自治体側から、主体的に総合計画のこ

こに記載している事業を、具体的にこのように展開したいので、お知恵をいただきたい

と、発信することが可能になったと感じております。  

  平成２５年度に策定いたしました第５次篠栗町総合計画においては、具体的には毎年

３年サイクルの実施計画を立てて、事業ごとに目標設定を数値化するようにしておりま

す。 
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  執行部は、事後評価を行い、目標数値から達成度を数値化し、その有効性や実効性を

検証しているところでございます。  

  １０月以降に、平成２５年度の各課の検証、三役がヒヤリングする計画を立てており

ます。 

  これを毎年行いながら、計画の進捗状況を相互認識することとしております。  

  また、平成２７年度の当初予算から総合計画の五つの重点施策を事業科目とする取り

組みを計画しており、より総合計画に基づいた事業を実施したいと考えております。  

  都市計画マスタープランにつきましては、現在策定中でございまして、改定委員会に

関係課長も加わり、改定作業を進めているところでございます。  

  平成２７年３月に最終的な改定都市計画マスタープランができ上がることになります。  

  三つ目の、篠栗都市計画についての御質問でございますが、平成１２年の都市計画法

改正によって、都道府県に対し、都市計画に関するマスタープランの充実が図られるよ

う、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる都市計画区域マスタープラン

を策定することが義務づけられております。  

  福岡県においては、平成２３年４月に都市計画区域マスタープランの見直しを行って

おり、その見直しの際の一つの要素となっているのが都市計画基礎調査になります。  

  この調査内容は、本町における分類別人口の動向、産業の状況、住宅建物の状況、土

地利用の状況など、を対象に、町の実態や動向をデータ化した資料を県に報告しておる

もので、議会に報告するような調査内容ではなく、県主体による調査であることから、

報告の必要がないと考えているものでございます。  

  委託費は当然１００％県持ちでございますけれども、金額につきましては、現在、詳

細を把握しておりませんので、後刻まちづくり課から報告をさせます。  

  四つ目の目標人口の御質問については、御存じのとおり、第５次総合計画において、

平成２９年度の目標人口を３万２,８００人と設定しております。  

  この目標人口設定の基礎は１５歳から６４歳までの就労人口について、平成２４年度

末人口２万３２８人を維持することによる、０歳児から１４歳人口５ ,０００人、１５歳

から６４歳人口２万３００人、６５歳以上人口７ ,５００人の合計３万２ ,８００人を目

指すものでございます。 

  実現に向けて、今回の総合計画では、七つの基本目標と施策の方向性を定めておりま

して、これに沿って着実に事業執行しているところでございます。  

  また、就労人口を維持させるには、住環境の充実や雇用の場の確保が必要不可欠のた

め、現在改定中の都市計画マスタープランによって、都市づくりの方針を見直している
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ところでございます。 

  都市計画マスタープラン改定後には、その方針に沿って、実効性の高いものから地区

計画を立てるなど、企業誘致や住宅開発などに着手してまいりたいと考えております。  

  五つ目の高田・金出・上町区域の農地の調整区域見直しに関する請願についての御質

問については、議会から、平成２５年３月２２日付けの決議文によって要請されており、

全町域を対象としてマスタープランの改定作業を現在行っているところでございます。  

  請願者の代表の方とは何度かお会いし、都市計画制度上の考え方も説明しております。  

  最後に、宅建協力会との合同勉強会についての御質問にお答えいたします。  

  この会は、篠栗町における良好な住環境の確保及び推進をはかるなど、豊かなまちづ

くりについて考えることを目的とした定例的な会合でございます。  

  例年８月下旬に協力会の要請を受けて行っており、今年度で５回目となります。  

  議題は主に、住環境に関するもので、空き家対策や住居に関する相談窓口など、行政

と宅建業者が連携している他市町村の先進事例をもとに、勉強会を行っているところで

ございます。 

  宅建協力会においては、町のために何か協力したいという思いがあり、現在、転入者

に対して部屋を紹介する際には、組合加入推進や、ごみ捨ての方法などの説明を詳細に

行っていただいているところでございます。  

  たまに趣旨から少し外れる質問が協力会側から出ることもございますが、その場合は

お答えできる範囲で回答しております。  

  なお、行政側出席者は、住環境に関係する総務課、財政課、まちづくり課、産業観光

課、住民課、都市整備課、福祉環境課の課長に出席を要請しております。  

  ちなみに、私は出席しておりません。  

  以上です。 

○議長（今泉 正敏） はい、再質問ございますか。  

  はい、横山議員。 

○議員（横山  久義）  残り時間も余りないようですので、まずは３項目目ですね、県告

示の篠栗都市計画についてですが、これは、委託費は後日知らせるということですが、

いわゆる委託費があることは間違いないですね。  

  ということは、歳入歳出にこれは組み込まれないといけない。  

  歳入歳出に組み込まれるということは議会も当然それを見るわけです。当然知ってる

わけであります。ですから、こういうものができ上がった後はですよ。こういう基礎調

査を県に出してますとそこまで言わなくていいと思うんでも、少なくともこういう立派
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なものが県からでてくるわけですから、これ知らないと思うんですよ。議会は、恐らく。

だからこういうのがやっぱり出てきた時点で、この基礎調査がこういうものに活かされ

て、県・町の方針をかいつまんで説明してもらって、こういうことはですよ。  

  県のほうも、同じような考えですと、やっぱりそういうものはやってもらわないと、

歳入歳出に出てないところの委託かだったらまだわかりますけど、それに入ってる、金

額は多少かもしれませんけども、入っているとやっぱり議会に報告しないということは

ないと思います。 

  ですから今からでも結構ですので、これについてですね、冊子を配布するなりですよ、

簡単な説明が必要なら説明をしていただきたいなと思っていますけれどもいかがでしょ

うか。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  議会の皆様の御要望とあれば、今後冊子の配布については、差し支

えないことでございますのでいたします。  

○議長（今泉 正敏） はい、横山議員。 

○議員（横山  久義）  いろいろマスタープランだとか、総合計画、いろいろ具体的な施

策の話がございました。 

  それは当然やっていただけなければいけない。計画を実行されなければいけない。  

  しかしその結果としてやはり人口が減るようじゃだめなんですね、基本的に。一時的

に減るのは構いませんけれども長い目で見ても、隣町に大差をつけられるようなことで

は私はいけないんじゃないかなと。  

  篠栗町はこのごろテレビでありましたね、住みたい街１位、県下で１番になった町な

んです。 

  確かに集計にちょっと疑問に感じますけども、確かに篠栗に住んでいる方の意見も強

いと思います。 

  それと同時にですね、篠栗以外の方もですね、篠栗に住みたいという声を結構聞くん

ですね。 

  でも現実は人口が増えない。  

  利便性ではるかに劣ると言ったら語弊がありますけど、隣町がですね、人口がふえる。  

  やっぱり真剣に考えないといけないと。私も正直、今回の質問でデータを見てびっく

りしました。 

  ですから、なぜ人口がこんなにふえないのかっていうのはやっぱりある程度原因があ
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ると思うんですよ。 

  それがすぐ解決できるかどうかわかりませんけど、私はいろいろと、例えば賃貸のマ

ンションあるいはアパート経営者の若い人たちと話したりするんですけど、結局、退去

されるときにですね、理由を聞きますと、一戸建てを買いましたから、本当は篠栗に住

みたいんです。しかし篠栗にはそれがないから、仕方ないから、別のとこに移りますと

いう方が結構多いですね。ですからもったいないと思うんですよ。せっかくアパートな

り一時的に篠栗に住まれる。そしたら篠栗はいいなと。しかし一戸建てを目指して、実

現しようと思ってある方が篠栗に一戸建てを建てられない。そういうところに原因があ

ると思います。そういうスペースを確保し、主導していく。  

  職員一丸となってやっていくことをしない限りは、定住者ですね、人口はなかなか計

画どおりに増えないんじゃないかと思いますが、この点について、町長の見解をお願い

します。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  ただいま御異議が御指摘されたとおりのところもございまして、定

住したい終の棲家を探してるということは非常に多ございます。 

  先ほど申し上げました、宅建協力会との協議の中でも、大体５対１くらいで要望のほ

うが多いんだというお話は常々聞いているところでございます。  

  そうしたことも踏まえまして、今後、都市計画マスタープランにおいて、地区計画を

しっかりと張れるような、都市計画マスタープランの改定の趣旨を盛り込んだ言葉を地

区ごとに入れ込んでいくような対応を協議して作成中でございます。  

  詳細につきましては、またでき上がったところでご報告いたしますし、また経過につ

きましては、議会からも代表として出ていっていただいておりますので、問い合わせい

ただければと思いますので、よろしくお願いします。  

  今後につきましては、今申し上げましたとおり、住宅が建設できるような土地を確保

していくことこそ、当然のことながら定住人口をふやすことの大事な施策であることは

私も議員と同様に認識しておるところでございますのでよろしくお願いします。  

○議長（今泉 正敏） はい、横山議員。 

○議員（横山  久義）  まとめますけども、町長も答弁の中に言われます担当課長も言わ

れるでしょうが、気になることがあります。  

  というのが、策定作業中のマスタープランができてそれに織り込むというな話をされ

るんですけども、あくまで今、作業中なのは改定版ですからね。  
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  ですから当然平成１４年に作っているマスタープランがあるわけです。  

  ですから、今から半年間、できるまで何もしないのかということじゃなくて、でき上

がれば使えばいいんだろうけども、それまではそれまでのことあるんです。  

  例えば高田・金出・上町の請願がありました。私は思ったんですね。あのエリアは前

のマスタープランではですよ、市街地拡大検討地域になってるんですね。  

  勝手には家は自分の思い思いでつくられないけども、地区計画だとか、そういうもの

を駆使したらですね、ぜひ住宅地してくださいというエリアなんですよ。  

  だから、そういうことをやっぱり請願が出る前でも後でもいいから、そういう人たち

に本当に教えて指導してるのかということ。  

  こういうふうなやり方でやったら、ここはもう当然住宅地にできますよっていうよう

なね。 

  それを、今あるマスタープランでやれるものはやっていかないといけないんじゃない

かなということです。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正） 今やるべきことは当然、私どもは改定マスタープランというものが、

いろんな施策をちりばめられる対応としておりますので、当然のことながら基本となる

マスタープランも検討してはいるわけでございますけれども、今回の改定マスタープラ

ンによって、より地域計画をはりやすい形での対応となることでございますので、それ

について具体的に個別の案件について、いろんな関係方面と話し合ったりしながら進め

ているところでございますので、そういう進捗状況の過程にあることを御報告いたしま

す。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  横山議員。 

○議員（横山  久義）  再質問ですけども、宅建協力会と勉強会をされる。それは絶対だ

めだということは言いません。  

  しかし、そういう勉強会するんであるならば、農地を持ってある方。それで苦労して

ある方とひざ突き合わせて、意見交換をすべきだと思うんです。  

  その点についてお願いします。  

○町長（三浦 正） 意見としてお承りしておきます。  

○議長（今泉 正敏） 終わられますか。 

○議員（横山 久義） はい、これで終わらせていただきます。  
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○議長（今泉  正敏）  ちょうど１時間程度経過いたしましたので、５分程度休憩を挟み

ます。 

 

（休憩 午前 １１時００分～１１時１０分） 

 

○議長（今泉 正敏） それでは、再開いたします。  

  質問順位２番、飯田浩二議員。  

○議員（飯田 浩二） 改めまして、おはようございます。  

  議席番号２番、飯田でございます。  

  今回は、夏休み期間中に、町民の方からいただいた御意見をもとに、少し物足りない

とは思いますが、２点質問させていただきます。  

  まず初めに、夏休みの町民プール閉鎖の件について質問いたします。  

  広報ささぐり７月号でも、本年度の町民プールは、施設の安全が保たれていないこと

から、夏休みの使用はできませんとのお知らせがありました。  

  町民プールを開場すべき期間は限られているのに、なぜ夏休み前の早い時期に改修工

事ができなかったのか。 

  施設の安全が保たれないと言われているが、具体的にどういう状況なのか。  

  また、どうして中学生は利用できているのかなど、意見が寄せられました。  

  これらの意見は両親が共働きされているため、小学生のお孫さんの面倒を見られてい

る方々の御意見と認識していただければと思います。 

  子どもたちにとって、４０日間の長い夏休みを過ごす中で、町民プールで遊ぶことは、

待ちに待った楽しみの一つではないでしょうか。  

  各小学校区でもプールが開放されていますが、安全上の理由から、保護者同伴でなけ

れば、プールに入れないようになっています。  

  また、開放される期間も夏休み前半の１０日間ほどでした。  

  近所の子どもたちも、自分たちだけでいける町民プールが閉まっているので、楽しく

ないと言っていました。 

  確かに、プール行くことだけが夏休みを楽しむことではないのですが、中には、水泳

の上達を夏休みの目標にしている子どももいるはずです。 

  これまで４０年以上親しまれてきた町民プールが、このまま閉鎖され、来年度も使用

できなくなるのではと心配されています。  

  これまでの閉鎖に至った経緯と、今後、町民プールの運用はどのように考えておられ
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るか、お尋ねします。 

○議長（今泉 正敏） はい、ただいまの質問に対して答弁を求めます。  

  西教育長。 

○教育長（西  邦彰）  飯田議員御質問の、今後の町民プールの運用についてお答えいた

します。 

  最初に、今夏の町民プールの閉鎖により、多くの町民の皆様に御迷惑をおかけしまし

たことをおわび申し上げます。  

  さて、議員御指摘のように、町民プールは昭和４５年に建設された屋外競泳プールで

既に４３年が経過しております。  

  途中、平成３年にプール機械室の改修に合わせ、遊泳部分の塩化ビニール製防水シー

トの張りかえ工事を行っております。  

  プールの利用につきましては、夏休み期間中の一般開放を初めとして、５月から開始

される篠栗中学校の部活動及び体育の授業、体育協会水泳部の水泳教室など、多くの

方々に利用されております。 

  過去３年間の一般開放の利用状況は、開放日が平均３６日で、一シーズン約３ ,８００

人程度の利用となっております。  

  また、プール施設の安全管理につきましては、開放期間の前後の４月と１０月に点検

を行い、漏水や破損の有無を確かめ利用者が安全で楽しく使用できるように管理、営繕

に努めているところでございます。  

  現プールの構造は土台はコンクリート製で、遊泳部分は塩化ビニール製防水シートを

コンクリートの上に張っております。  

  平成２４年・２５年には、防水シートが一部破損したため、部分修繕を行い、プール

開放を行っております。 

  しかし、補修をしたにもかかわらず、昨年夏より、防水シートとコンクリートの間に

水がたまり、プール底の中央部分が著しく盛り上がるという現象が起きてまいりました。  

  そこで、業者に依頼し、調査を行いましたところ、循環ポンプよりプールへ送水する

配管部分からの漏水と判明いたしました。  

  また、平成３年に張り替えを行いました防水シートも、経年劣化が進み、全面張り替

えが必要であるということがわかりました。  

  改修工事の見積もりによりますと、概算で１ ,９００万円余り、工期が４カ月弱とのこ

とでしたので、本年度の当初予算に計上し、改修工事に取りかかれるよう進めてまいり

ました。 
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  しかしながら、５月より中学校の部活やプール学習が始まることから、工期等を考慮

し、９月補正予算への計上をもって秋に改修工事に着工し、来シーズンには、例年どお

りの利用ができるよう、計画変更を行ってきたところでございます。  

  以上のような経過を踏まえ、２６年度はプール開放が困難と判断し、広報ささぐりに

夏休み中の使用ができない旨を掲載した次第でございます。  

  なお、中学校のプール学習と部活動、体育協会の水泳教室につきましては、学校と水

泳部に現況を理解していただいた上で、それぞれの責任のもと、使用できるコースのみ

の利用を認めたものでございます。  

  改修工事につきまして、綿密な検討と、町民の皆様への丁寧な御説明を行っておれば、

御心配や御迷惑をおかけすることはなかったのではないかと思料いたしております。  

  つきましては、来年度からの町民プールの運用でございますが、本９月議会において、

町民プール改修工事の補正予算を上程させていただいておりますので、可決後には、速

やかに改修工事に取り組み、２７年度は、例年どおりに開放することを計画いたしてお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（今泉 正敏） はい、飯田議員どうぞ。  

○議員（飯田  浩二）  体育協会水泳部会の方からの指摘では、５年ほど前からそのよう

な症状が出て、３年前から今の状態になっていたっていうことを再三言われていました。  

  また勢門小学校のプール改修工事が平成２６年１月から３月にかけて改修されていま

すが、優先順位としては勢門小学校の方が先だったんでしょうか。  

  それとも、やっぱり町民プールの方が先にするべきではなかったかとも思いますがい

かがですか。 

○議長（今泉 正敏） はい、どうぞ教育長。 

○教育長（西  邦彰）  はい、併せまして、両方ともに修繕を計画しておりましたが、町

民プールにおきましては、顕著に出ておりませんでしたので、改修の予算計上が遅れて

きたというふうに伺っております。  

  本来でしたらもう一度精査してですね、工期それから予算等を含めて、計画を慎重に

検討しておくべきだったと考えております。  

○議長（今泉 正敏） はい、どうぞ。 

○議員（飯田  浩二）  町民プールは余り症状が出てないと言われてますけど、話を聞い

たら、プールの真ん中でもひざぐらいまでしか水がなかったり、クロールで泳いでたら

手がつくとかいうぐらいの状態が出ていたと聞いていますが、そういう点は、御存じで
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したでしょうか。 

○議長（今泉 正敏） 今は水深のことですか。  

  浅いということですか。  

  教育長。 

○教育長（西 邦彰） 担当から説明させます。  

○社会教育課長（阿部 正博） 変わりまして、私の方から説明させていただきます。  

  先ほど飯田議員が言われましたように、水泳クラブ、これは３年ほど前から、うちの

ほうに、こういう状況であるということの報告を受けて、調査した結果で、２４年度と

２５年度に部分改修を行ったところでございます。  

  水深につきましては、プールの底が全体的に盛り上がったということではなくて、シ

ートが浮かび上がってきて、職員が入った結果、水深がひざぐらいしかなかったとか、

クロールすれば手が当たるとか、ただ人がそこに立つとシートが水の上に浮かんでいる

状態ですので、立った状態ではまた沈むという不安定な状況でございました。  

  それで調査した結果、先ほど教育長がおっしゃいましたように、全面的な改修が必要

ではないかということで、今回補正を上げているところでございます。  

  以上です。 

○議長（今泉 正敏） はい、飯田議員。 

○議員（飯田  浩二）  勢門小学校のプールと町民プールを比べて同時進行でもよかった

んじゃないですか、優先順位付けて勢門小学校を先にっていうよりも、そうしないと今

年のように夏休み丸々閉鎖しなくちゃいけないようになったと思いますけど。  

  そこのところどう思われますか。  

○議長（今泉 正敏） はい、課長。 

○社会教育課長（阿部  正博）  そこの部分につきましてはですね。学校教育課と社会教

育課の連携がとれてなかったというところで、そういったものが発生したということは

お詫び申し上げます。 

○議長（今泉 正敏） はい、飯田議員どうぞ。  

○議員（飯田  浩二）  これ以上はいいかと思いますけど、来年度はきちっと開場させて

いただくこと約束されていますので、これで、１問目の質問を終わらせていただきます。  

  では次に、熱中症対策の一環である学校への水筒持参について質問いたします。  

  二学期が始まり、小学校では運動会向けての練習も始まっています。 

  小学校への登校風景で、特に、月曜日に見受けられるのが、ランドセルを背負い、両

手に上靴、体操服を持ち、首に水筒をぶら下げて登校する姿です。  
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  保護者の方から勉強道具よりも重そうな水筒を持って登校する低学年の子どもたちは、

学校につく前にへばってしまいそう子どもたちのお茶を複数用意するのは大変。子ども

がお茶忘れてのどが乾いても、ずっと我慢していたなど、たくさんの御意見をいただい

ております。 

  今、衛生上の問題から水筒を忘れた子や、飲んでしまって足りなくなった子に対して、

水道水を直接飲むことや、友達のお茶を回し飲みしないように指導されています。  

  私が小学生のころには学校にお茶飲み場があり、自宅から水筒を持って行ったのは、

遠足のときぐらいしか記憶にありません。  

  また、数年前にテレビでも、京都府宇治市の小学校で蛇口からお茶が出るなど、話題

になっていました。 

  そのような子どもたち全員が水分補給できるまでの大がかりな施設は必要はありませ

んが、持参した飲料を飲み干した子や持ってくるの忘れた子どもたちのために、学校に

ウォータークーラーまたは浄水器等を設置してはどうでしょうか。  

  ことしに限っては、気象庁が、西日本を中心とした大雨と日照不足について、３０年

に１回以下の割合で起きる異常気象だとする見解を示されたように、暑い日が余りあり

ませんでした。 

  しかし、平年は、地球温暖化の影響で、猛暑日が何日も続いている状況にあります。  

  熱中症予防に最低限必要な飲料水を提供できる施設が必要だと考えますが、答弁をよ

ろしくお願いします。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは、答弁を求めます。  

  西教育長。 

○教育長（西 邦彰） 熱中症予防に飲料水の提供施設をについてお答えいたします。 

  議員御指摘のように、熱中症を初めとして、児童生徒の安全管理には細心の注意を払

わなければならないというふうに考えております。  

  特に、熱中症を防ぐためには、定期的な水分補給が大切であります。  

  そこで、小中学校においては、保護者や児童生徒にお茶等の飲料水を持参するように、

協力をお願いしているところでございます。  

  また、万が一の熱中症の発症に備えて、小中学校では、保健室に、経口補水液を常備

し、緊急対応に備えております。  

  篠栗町の水はおいしいと定評のある水道水ですが、学校保健安全法の学校環境衛生基

準に基づいて、養護教諭、栄養士による毎朝の日常点検、薬剤師による定期検査を実施
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し、安全の確保に努めております。  

  一方、児童生徒が水筒の飲料水を飲みきったときや、水筒を忘れたときには、各学校

では次のように対応しております。  

  小学校では、水筒を忘れたり、お茶を飲んで足らなくなったりした児童には職員室に

ある浄水器を通した水道水や市販の飲料水を提供しております。  

  しかし、保護者の中には、生水を飲ませることに抵抗がある御家庭や食物アレルギー

の関係から、市販飲料水でもアレルギー原因物質を含まないものを準備する必要がある

など、対応に苦慮している経緯があります。  

  そこで、児童の成長や必要に応じて、容量の大きい水筒に替えていただくなど、基本

的には、各家庭で準備していただくようお願いしているところです。  

  次に、篠栗中学校では自立心を育むという狙いから、自分で必要な分を家庭で準備す

るということを保護者、生徒にお願いし、快く協力していただいております。  

  また、篠栗北中学校では、校舎内に、自動洗浄装置がついたウォータークーラーを設

置し、不足分は、そこから補給するようにしております。  

  もちろん、水道水と同じように、養護教諭による毎朝の日常点検と薬剤師による定期

検査を実施し、安全の確保に努めているところでございます。  

  篠栗町教育委員会の今後の取り組みといたしましては各家庭から水筒を持参していた

だくことを基本とするとともに、不足する分につきましては、安全な飲料水の提供がで

きるよう、検討を進めてまいりたいと考えております。  

  以上でございます。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、飯田議員。 

○議員（飯田  浩二）  水筒を忘れた子や、飲み干して無くなった子には職員室にある浄

水器を通した水道水を提供しているとのことですが、私も小学校の頃、職員室が大嫌い

で、そういうふうな職員室に行ききらない子とかは自然と我慢する状態で、かえって気

づかないまま熱中症になるかと思いますけど、そういうふうなことがあったらやっぱり、

自然飲めるような北中にも設置されておりますような、ウォータークーラー等を設置し

てもらいたいと思いますが、今のところそういうふうに、みんながみんな対応できてい

るんでしょうか。飲み干した子たちのために。  

○議長（今泉 正敏） はい、教育長どうぞ。 

○教育長（西  邦彰）  特に、９月期、運動会の準備等で、水分の補給を含めですね、担

任の先生、特に小学校におかれましては、子どもたちの体調管理には十分注意を払って
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いることと思います。 

  また学校長を通しながらですね、この熱中症及び体調管理については、教育委員会と

しても指導しておりますので、もし職員室になかなか行けない子等がおりましたら、担

任の先生からですね、声をかけていただいて、十分注意を払っていただいて、熱中症等

の症状が出ないように、健康管理に努めさせていきたいというに思っております。  

○議長（今泉 正敏） 教育長。 

  課長でもいいんですが、今の質問はですね、北勢門が行っていることをほかの学校に

も、同じようなことが考えられないかという質問だと思うんですが、そこは検討される

かどうか、そこの答弁を求めます。  

○教育長（西  邦彰）  ウォータークーラー等含めてですね、前向きに検討していきたい

と思っております。 

○議長（今泉 正敏） はい、飯田議員どうぞ。  

○議員（飯田  浩二）  北中のウォータークーラーが出ましたので大体北中で設置するに

当たり、金額的にはどのようにかかるでしょうか。そういう維持費等が分かれば、教え

ていただきたい。 

○議長（今泉 正敏） はい、課長どうぞ。 

○学校教育課長（佐伯  和久）  北中のウォータークーラーの件が出ましたけれども、社

会体育館に１機、運動場行くところに１機ついておるわけなんですが、これが、教育委

員会予算で、今まで取りつけたかというのを確認しておりませんけれども、かなり前か

ら、ついておる分であります。  

  水質検査においては、毎日行っておりますけれども、こういうところを含めまして、

他校も検討していきたいと考えております。  

○議長（今泉 正敏） 経費はわからんですね、今の時点で。  

  分からなければ、後で。 

  飯田議員、どうぞ。 

○議員（飯田  浩二）  通告書にウォーターサーバーと書いてましたが、ウォータークー

ラーの方がかなり安くできるかと思いますので、前向きに設置検討していただきたいと

思います。 

  これで終わります。 

○議長（今泉 正敏） それでは次に参ります。  

  質問順位３番、今長谷武和議員。  

○議員（今長谷 武和） こんにちは。 
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  議席番号３番、今長谷でございます。  

  ことしは、我が町では、大きな被害はありませんでしたが、各地で大災害に遭われた

方々に、お見舞いと御冥福をお祈り申し上げます。 

  数年前に経験した災害を記憶に残しつつ、改めて自然災害の注意を喚起したいと思い

ます。 

  今回、特に災害のニュースを聞くことにより、改めて家族のきずなと近助、助け合い

の重要性を感じさせられました。  

  住民の交流や家族内でのコミュニケーションを深めていくことについて、町の取り組

みが何かあるのではないかと思う次第です。  

  そこで、近郊には粕屋町の駕与丁公園や久山町、志免町、須恵町には家族で遊べる商

業施設があります。 

  我が町には気軽な散歩コースや季節を通じて、家族で時間を過ごせる場所が少ないと

感じます。 

  ４年前に森林セラピー基地がオープンし、町内で散策が楽しめるようになりました。  

  しかし、森林セラピーは起伏が多かったり、また住宅地から距離的に遠いところがあ

ったりで高齢者の方や、幼児には少々利用しにくい部分があります。  

  私も駕与丁公園を時折利用させていただいておりますが、平たんで安全で、多くの方

が散策、運動を、楽しまれております。  

  行楽に適した季節を迎え、町民が手軽に出歩き、遊び、のんびり過ごせる憩いの場を

整備検討してもよいのかと思います。 

  町民が日々散歩感覚で出かけられるような場所に、小規模施設、トイレやベンチなど

をつくることにより、町民の行動範囲も広がり、コミュニティーも図れるのではないか

と感じます。 

  健康のため、年配の方や夫婦そろっての散歩やランニングをされる町民の方々がふえ

る傾向であります。 

  私の一案としまして、多々良川の土手を活用して、コスモスや菜の花など季節感のあ

る遊歩道をつくれば、健康維持、町民の交流の場に利用される方もふえるんじゃないか

と思います。 

  また、その上美しい遊歩道となれば、町のイメージアップにつながると思いますが、

いかがでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。  

○議長（今泉 正敏） はい、それでは答弁を求めます。  
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  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは、今長谷議員の多々良川土手沿いの遊歩道整備について、

の御質問にお答えいたします。  

  多々良川沿いの道路は、町道認定されておりまして、そこを遊歩道ということにいた

しますと、車両の乗り入れ規制が必要など現状ではなかなか難しい状況であると言える

わけでございます。 

  また、遊歩道の新設や改修については、河川管理者であります県との協議並びに許可

が必要となってくるわけでございます。  

  多々良川周辺の親水公園化につきましては、平成１１年の災害を機に県と、設置に関

する協議が立ち上がりましたが、河川管理者であります県の進める下流域からの河川改

修による、流下機能の改善を優先する立場から、いまだ具体的に進展に至ってはいない

状況でございます。 

  しかし今回、都市計画マスタープラン改正で実施いたしました住民アンケートでは、

多々良川の親しみやすい環境整備を行うことに対し、住民の皆様もその意向が大変高い

ことから、身近でより実現性のある親水空間としての遊歩道整備を進めるために、地域

の方々からの御意見をくみ上げるとともに、町としてできる範囲、実施等、住民の方々

により手づくりの空間整備の実現に向けた取り組みを今後とも、構築してまいりたいと

考えているところでございます。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、どうぞ。 

○議員（今長谷  武和）  町内の家族が親子一緒に過ごせる場所を提供しますと、児童教

育の一貫になりますし、また、そういうところを散策しながら、元気になりまして、元

気もんの町につながると思います。  

  ぜひとも、推進していただきたく要望として終わります。  

  続けて、２問目に入りますが、家族や独居高齢者への予防的社会福祉サービスについ

て、お尋ねいたします。 

  重症障がい児（者）が在宅６割を超えるとの報道がなされております。  

  障がい者が、なぜ、在宅で介護をおわなければならない大きな理由は、重症障がい者

用のベッド数が少ないことと、医療的介護が必要なため、医師や看護師しか行えない医

療的ケアを必要としている障がい者もおられるのが通常の介護施設において障がい者の

症状によっては、介護の拒否をするまたはせざるを得ない施設が多いのが現状で、家族

が自宅で介護している状況でございます。  
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  ここで、注視すべきことは、障がい者本人のことではなく、介護をされている家族の

ことでございます。 

  家族の障がい性の介護は、当然１年３６５日、休むことなく続き、睡眠もまともにと

れない家族は精神的・肉体的に疲労やストレス等の負担は並大抵でないことだと思いま

す。 

  ひいては介護している家族の健康を損なう可能性が大きく、健康管理サービスの必要

性も考えられます。 

  介護家族の希望意見として一時でもいいから、介護から解放できたらと話を聞きます。  

  しかしながら、一時的に障がい者を入院や預かってくれる施設が少ないのが現状でご

ざいます。 

  町内の空き家の有効活用として、介護保険の対象デイサービスの機能を持たせた一週

間以内の宿泊可能な短期入所を対象とした宅老所を創設することにより、重症障がい者

の家族や認知症介護している家族へのレスパイトケア及び介護認定を受けられない高齢

者の憩いの場所を提供することにより、重症障がい者、介護家族や独居の高齢者の予防

的社会福祉サービスとしての支援はいかがでしょうか。 

  答弁のほどよろしくお願いいたします。  

○議長（今泉 正敏） はい、三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは２番目の、家族や独居の高齢者への予防的社会福祉サービ

スについて、につきまして、答弁を申し上げます。  

  家族や独居の高齢者への予防的社会福祉サービスについてでございますが、篠栗町の

高齢化率は平成２６年９月１日現在２１％と、毎年約１％の伸びで、高齢化が進んでお

ります。 

  今後も高齢者の増加に伴い、軽度認知症高齢者を含む介護の必要な高齢者がふえるた

め、家族の介護負担減やひとり暮らし高齢者の生活支援が重要になると思われます。  

  地域の集会所や空き家などを有効活用し、高齢者が１人でも気軽に立ち寄れる地域を

拠点とした居場所づくりが必要となってまいります。  

  団塊の世代が７５歳を超える平成３７年を見据えて、平成２７年４月１日施行の介護

保険制度改正は、要支援者に対する訪問や通所サービスをこれまでの全国一律の介護保

険による予防給付から、市町村事業によるサービスの提供へと移行されるものでありま

す。 

  私は、去る７月１４日に市町村長特別アカデミーのセミナーに参加いたしました。  

  厚生労働省年金局の香取局長による、超高齢社会における医療、福祉、介護、地域包
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括ケアとまちづくりという講義では、迫り来る超高齢社会においてどのような施策を講

じるか、さまざまな視点から示唆に富んだ話がございました。  

  医療・介護という項目では、２００８年の社会保障国民会議最終報告にうたう、ある

べき医療介護サービス提供体制の背景と、これまでの取り組みを検証し、将来に向けた

継続的包括的ネットワークについてのお話がありました。  

  その内容は、今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦の

み世帯が増加していくことも踏まえれば、地域で暮らしていくために必要なさまざまな

生活支援サービスや住まいが家族介護者を支援しつつ、本人の意向と生活実態に合わせ

て、切れ目なく継続的に提供されることも必要であり、地域ごとの医療、介護、予防、

生活支援、住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわち、地域包括ケアシステム

づくりを推進していくことが求められる。  

  そして、地域包括ケアについて、地域包括ケアシステムは、介護保険制度の枠内では

完結しない。 

  自宅だけではなく、高齢者自宅においても、グループホームや介護施設、その他どこ

に暮らしていても必要な医療が確実に提供されるようにしなければならず、今後は、医

療、介護のネットワーク化が必要であり、そして、医療、介護サービスの提供者間、あ

るいは提供者と行政機関など関係者間で生じる連携をどのように、マネージしていくか

ということが重要となるとの指摘でございました。  

  これが我が国が進めていかなければならない大きなテーマなのでございます。  

  既存の介護事業によるサービスに加えて、医療機関、地域の担い手となるＮＰＯ、民

間企業、ボランティアなどが支援を必要とする高齢者の支えとなる体制づくりが求めら

れております。 

  篠栗町では、高齢者が要介護状態にならないように、介護予防事業に力を入れており、

地域包括支援センターでは、専門職員が、介護相談や介護予防ケアマネジメントを行い、

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるように支援を行っております。  

  今後は、通所や宿泊が適宜利用できる地域に密着した複合型サービス、あるいは２４

時間介護を必要とする利用者や家族が安心して在宅生活を送れる２４時間対応の定期型

循環随時対応サービスの整備に向けた事業所と検討していくこととともに、地域医療機

関とも緊密な連携をとるべく、働きかけを密にしてまいります。  

  また、今年度、篠栗町高齢者保健福祉計画を策定するに当たり、アンケート調査を実

施いたします。 

  その結果を計画に反映させまして、住民の理解と満足が得られるよう、多様な福祉サ
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ービスを提供できるように進めてまいりたいと考えております。  

  以上でございます。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、今長谷議員。 

○議員（今長谷  武和）  介護サービスが、２７年度から新しく始まり、２９年度実施で

各地域別のオリジナル介護が始まりますが、先ほど聞きました２４時間介護とかサービ

スとか、そういうのを篠栗町としてされていくということで、私も大変ありがたいなと

思います。 

  そこで一つお聞きしたいんですけども、現在、要介護・支援の方が、たしか篠栗町が

９５０名いらっしゃると思います。  

  その中で、毎年、等級が進んでるのか、それともこういう独自の今までのサービスの

中で、級が止まっているのか、少しお聞きしたいと思いますが。  

  よろしくお願いします。 

○議長（今泉 正敏） はい、三浦町長。 

○町長（三浦  正）  具体的な内容でございますので、黒瀬健康課長から答弁をいたしま

す。 

○議長（今泉 正敏） 黒瀬課長。 

○健康課長（黒瀬 英三） はい。 

  認定者数についてお答えいたします。  

  認定者数２４年度と２５年度を比べまして、要支援者が、２５年度が３３３人で、２

４年度と比べて５４人ふえております。  

  要介護につきましては、２５年度において６２１人、増えている人数につきましては

１０人と、要支援者の数の割合が多くなっております。  

  以上です。 

○議長（今泉  正敏）  簡潔にふえてるか減ってるかを聞いてあるんですが、いわゆるふ

えてるということでですか。  

○健康課長（黒瀬 英三） はい。 

  若干ふえております。 

○議長（今泉 正敏） はい、どうぞ。 

○議員（今長谷 武和） 総人数が増えてるということですか。  

  例えば、要介護３の方が４になるとか、４の方が５になったとか、そこら辺をちょっ

と聞きたいなと思います。  
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○議長（今泉  正敏）  今長谷議員の先ほどの９５０人という数字はですね、はい、支援

者と認定者もあわせた分ですか。  

○議員（今長谷 武和） そうです。 

○議長（今泉  正敏）  程度が軽くなってるけど人数が増えてるか減っているかの答弁だ

け求めます。 

○健康課長（黒瀬 英三） はい。 

  要支援者というのは、介護的に低い方、このあたりの要支援者の分につきましては、

割合的には増えております。  

  ただ要介護、手助けが必要な方、これについては人数的には、６００超えておる中で

の１０人程度ふえておるということで、要介護の分については、ランク的な人数的には

横ばいな状態でございます。  

○議長（今泉 正敏） よろしいですか。 

○議員（今長谷 武和） はい。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ありませんか。 

○議員（今長谷 武和） 終わります。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは、次に参ります。  

  質問順位４番、大楠英志議員。  

○議員（大楠 英志） 議席番号５番、大楠でございます。  

  中山間地の住環境整備について質問をします。  

  まず、生活用水確保の問題を取り上げます。  

  今まで、この件については何回か質問をしましたが、生活に密着した大切な問題であ

りますので、再度お尋ねをいたします。  

  中山間地域の生活用水事情は、城戸地区の一部が簡易水道施設で、上水の供給をして

います。 

  その他の地区において、費用は個人負担で、山水、井戸水、ボーリングによる対応を

してあります。 

  いずれも人的労力、経済的負担を余儀なくされています。  

  また、山水におきましては、イノシシ、鹿等の鳥獣が近年ふえまして、大腸菌が混入

しており、飲料水には、適さない状態です。  

  このような山間部の生活用水の現状を過去に述べました。  

  平成２４年１２月議会での町長答弁では、山間地域の住環境整備は、重点施策の一つ
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と考えています、今まで荒廃森林再生事業や、積極的な林道建設を通して、森林環境改

善策をとってきました。 

  しかし、そうした環境整備にお金をかけても、山間地域に心が通っていないと次世代

の人たちが里におりることになりかねません。  

  そうすると、山間地域の過疎化が進み、荒廃した山々だけが残るという状況になりま

す。 

  また、山間地域の上水道区域外の所帯を対象に、区長を通じて調査を行いました。山

間部の４１所帯が水量の問題で、また、５所帯が生活用水に苦労してある。他の自治体

が行っているような一定の地域ごとの小規模な給水施設を整備し、費用の一部をご負担

いただくなど、先進自治体の施策を参考に考えていきたいと述べてあります。  

  この町長の発言には、関係地域住民の方は、大変喜んであります。今後の進め方に関

心が高く、よく質問をいただきます。  

  現時点での生活用水確保についての進捗状況を尋ねます。  

  ２番目に篠栗町のほとんどの地域でインターネットが接続できて、大変便利な通信環

境が整っています。 

  一方、山間地域では、インターネットがつながらない、時間がかかる、途中で切断す

る等の苦情が聞かれます。  

  このような問題解消に光ケーブル敷設の要望が多く、早期の実現を求められています。  

  篠栗町において、光ケーブルの敷設がなされていない地域と今後の事業計画を尋ねま

す。 

  以上です。 

○議長（今泉 正敏） それでは、答弁を求めます。  

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  大楠議員の中山間地域の住環境整備についての関連ある二つの御質

問について順次、答弁申し上げます。  

  まず１番目の、生活に密着した生活用水確保の問題についてでございますが、平成２

４年１２月議会の一般質問で答弁いたしました際に、中山間地域の住環境整備、中でも、

生活用水の確保につきましては重点施策の一つと考えていると申し上げました。  

  今日ある豊かな森林の姿は、中山間地域に生活され、地域を守り、育ててこられた

方々の御労苦があってのことだと思っております。  

  前回の答弁で、関係各課の課長とともに、地域の実情を直接聞く機会を持つとお約束

いたしました。 
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  早速、関係各課の代表者で、山間地域の住環境整備検討プロジェクトチームを編成し、

平成２５年３月及び１０月に、中山間地域の区長さんを初め各役員の方々に加え、若い

世代の方々にも参加していただきまして、中山間地域行政区と、町執行部との座談会を、

ワールドカフェ方式で実施したところでございます。  

  テーマを「理想の山あい暮らしとは」とし、山間地域のいいところ、これがあるとい

いな、などを題材に活発な御意見を出していただきました。  

  その中で、水の問題につきましては、いつでも出てくるきれいな水に代表されるよう

に、給水区域では当たり前のことが、中山間地域ではそうはいかない現実がございます。  

  行政の役割としてしっかり考えなければならないと感じているところでございます。  

  さらに、給水区域外にお住まいの世帯を対象に、区長さんへお願いし調査した結果か

らも、大変多くの方々が水の確保に苦労されているのがよくわかりました。  

  このことを踏まえて、先進自治体の施策を調査した結果、糟屋地区内には該当はござ

いませんが、水道給水区域外の方々に対し、条例により、金額の多寡はございますが、

補助金を交付しているところが幾つかあるようでございます。  

  一例を挙げますと、福岡県内では、八女市飲料水改善事業補助金交付要綱が制定され

ております。水道計画外区域の者に対し、飲料水を確保するため、その設備の新設や改

善に必要な経費の一部を、補助金として交付し、生活環境改善に資する旨のことを目的

としております。 

  補助金を交付してる自治体はおおむねこのような目的で制定され、補助率及び限度額

を設けているようでございました。  

  八女市では一般会計による補助でありまして、書類審査、技術的指導を上下水道課で

行っていると伺っております。  

  また、補助金を交付している自治体の多くは、一般会計からの支出でございます。  

  水道事業での給水となりますと、施設の整備や維持管理に莫大な費用がかかり、非常

に困難であると考えております。  

  さらに、水道事業会計においては年々使用料収入が減少しており、新たに投資する余

裕がなく、公営企業として補助ができる状況にはありません。  

  したがって、飲料水については一般会計からの補助を基本に、なるべく早期に実現で

きるよう、鋭意検討しているところでございます。  

  以上申し上げましたように、飲料水という点では、水道事業会計において、施設を整

備するということについては難しい点もありますが、山間地域の皆様にとっては、生活

用水、すなわち洗濯や水洗トイレのための水等にも苦慮してあるとお聞きしております。  



－ 46 － 

  水が足りないために、自宅の手洗いを水洗化できないとのお声もお聞きしております。  

  基準が厳しい飲料水のための水道設備が難しいのであれば、せめて、生活用水のため

の排水設備設置を取り込むことはできないか、もちろんこれは、水道事業会計にて行う

ものではなく、一般会計における山間地域の住環境整備のための取り組みとしてでござ

います。 

  国は、平成２７年度のふるさと創生を推進するまち・ひと・しごと創生本部を設置い

たします。 

  我が町の現状は全国多くの自治体で抱えている課題と言えましょうが、今こそ国に粘

り強く働きかけて、住環境改善に向けた努力をしてまいりたいと考えます。  

  次に、山間部におけるインターネット光ケーブルの敷設についての質問にお答えいた

します。 

  光ケーブルは動画・画像・情報収集など、インターネットをストレスなく利用するた

め、住民生活に必要不可欠なものとなっております。  

  また、通信速度が速いだけではなく、障がいに強く、悪天候や健康や周囲の建物など

外部の影響を受けずに、通信環境を確保することが可能となります。  

  光ケーブル敷設事業者は、中継ポイントから電柱を介し敷設していくことから、世帯

集積地域が優先的に実施されており、本町においては、平成２６年６月現在で約４ ,００

０件の住宅並びに事業所が、光インターネットサービスを利用しております。  

  しかし、山間部におきましては、光ケーブル敷設事業者のほとんどが採算性の問題か

らいまだ敷設計画を立てていない状況にあります。  

  このようなことから、山間地域の住環境整備を推進するに当たり、町内における情報

通信の地域格差を解消するためには、町も工事費の一部を負担することはやむを得ない

と考えているところでございます。  

  実施に当たっては、年次計画を立てて、まずは接続ポイントが近い萩尾区と山王区の、

光ケーブル敷設に取り組みたいと考えております。  

  その前段として、両区の全世帯を対象に、住民意向調査票の配布並びに回収を区長に

お願いしておりまして、その後、対象地域に住民説明会を実施することといたしており

ます。 

  その結果、一定の負担料を払ってでも、光インターネットへの接続の申し込みがあれ

ば、一定の加入の見込みが立つわけでございまして、平成２７年度から、敷設工事に取

りかかれるように予算計上したいと考えております。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 
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  はい、大楠議員。 

○議員（大楠  英志）  今、町長から答弁いただきましたが、まず生活用水の問題でござ

いますが、街部においてはですね、水道の蛇口をひねれば、きれいな安全な水が出ると

いうことでございますが、山間部におきましては、山水を何百メーターもパイプを通し

て、それを生活用水に使ってあると。  

  そして、ある家庭では、宅内に３回も４回もボーリングして、高額な金をかけました

が、水が出ないということで、水洗トイレも使えないというような状況のところもござ

います。 

  何とかこの生活用水の確保の実現をしていただきたいと、再三申しておりますが、な

かなか費用の問題がありまして、前に進まないわけでございますが、先ほど町長から、

水道会計と一般会計ということを言われましたが、地域の方にとってはですね、一般会

計・水道会計は、あまり意識はしてありません。  

  同じ町民だから、何で水がもらえないのか、というような認識でございます。そうじ

ゃないかなと私も思います。やはり何としてでも、生活をするために水がないと、息子

の嫁さんも来手がないと。そういうふうな苦情を切々に訴えてあるわけでございます。  

  それで、非常に執行部にはきつい質問かと思いますが、見通しをですね、いつごろで

きます、というような力強い答弁をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議長（今泉 正敏） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） 見通しをということでございます。  

  私の方から一般会計と水道会計のことを申しあげましたが、議会の議員の皆様にはよ

く御理解いただいていると内容であろうかと思います。  

  本来公営企業として、住民の皆さんから、水道料金を徴収して運営するべき水道会計

において、新たな取り組みとしてするのは難しいというお話をしたところでございます。  

  それともう１点は、飲料に適する水質の管理のしっかりした水を提供していくことに

ついても、これもなかなか難しいところであるということも申し上げました。  

  しかしながら、今、冒頭の答弁で申し上げましたように、生活するための少なくとも

必要な水、これは、例えば、山間地域のかなり高いところに私どもがボーリングをいた

しまして、そこで、水が出てくれば後は、そこからホースをずっとつないでいく。そし

てまた、幹栓をつなげておれば、そこから近くの家庭が枝線をそこのホースにつないで

いく。 

  多少見かけが悪いかもわかりませんが、そのホースがむき出しであっても、それはよ
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ろしいんじゃないかというふうに思っております。  

  そういう意味で、まずは、できるだけ速やかにそれを具体的に計画できるように進め

てまいるべく予算計上してまいりたいと思います。  

  よろしくお願いします。  

○議長（今泉 正敏） はい、大楠議員。 

○議員（大楠 英志） 今町長から答弁をいただきました。  

  地域の方はですね、この飲料水の５０項目ほどにわたるそういう検査で立派な水がほ

しいとは言ってありません。  

  生活に困らない水が欲しいということでございますので、何千万も何億もかけて、水

道施設をつくっていただきたいというような要望はしてありません。  

  それで早くですね、生活用水の確保だけでもということで、早期の実現を本当に待た

れておりますので、申しわけありませんが、スピード感を持って進めていただきたいと

いうことを要望にかえたいと思います。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ありますか。 

○議員（大楠 英志） ２問目の再質問をいたします。  

  先ほど篠栗では光ケーブルの利用者が４ ,０００世帯ということをお聞きしましたが、

この光ケーブルの利用料っていうのはいかほどか。そういうのが必要になってくるんじ

ゃないかなと思っておりますし、先駆けて、荒田地区と萩尾地区を先行して行いたいと

いうことでございますが、その質問の中にも入れておりましたが、後、どの地区が光ケ

ーブルの敷設がなされていないのか。  

○議長（今泉 正敏） はい、三浦町長。 

○町長（三浦  正）  金額につきましては、光ケーブルを設置して、今いろんな会社があ

るわけですが、これからどの会社にお願いするかというのは、入札をかけていくことに

なりますが、今だいぶ安くなってきましたけれども、月額５千円未満で使用料というの

はあろうかと思います。 

  どの地域かといいますのは、今、私ども光ケーブルが設置できてないところは若杉区

の山間地域ですね。 

  それから、萩尾区、山王区という具体的なことを申し上げましたが、国道沿いの山手

区、城戸区のところまでは使えるんですが、それから両方の谷に上がっていったところ

では使えない状況になります。だから、今業者と話しておりますのは、その中でも世帯

数が比較的多いところ、つまり、世帯数が多くて、ある程度の費用負担を個人がやって

もいいから光ファイバーを設置したいなという御要望が多ければ、相対的に町の負担は
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減るわけでございますので、まずは御要望の多いところからスタートしたいというよう

なところもありまして、まず萩尾区と、山王区の荒田方面のところに調査をかけている

ところでございます。 

○議長（今泉 正敏） 再質問は。 

  はい、大楠議員。 

○議員（大楠  英志）  私この件について余り詳しくないとですが、個人の負担金が要る

ということでございますが、先ほど質問したつもりですが街部４ ,０００所帯の方の利用

料といいますか、負担金といいますか、そういうのは現在発生しておるとですか。  

○議長（今泉 正敏） 三浦町長。 

○町長（三浦 正） はい、それぞれの家庭がご負担されてあります。  

○議長（今泉 正敏） はい、大楠議員。 

○議員（大楠  英志）  さっき詳しくないと言いましたが、それは利用頻度によって料金

が違うという認識でいいんでしょうか。  

○町長（三浦  正）  使い方によって定額であったり、ある程度以上になれば、その頻度

に応じて金額が高くなったりと、いろんな各会社によって、それは一つのサービスとし

ていろいろな種類があるわけでございます。  

  重ねて申し上げればですね、例えば萩尾地区にこういう光ファイバー入るという形に

なりますと、非常に住環境自体はいい地域でございますので、いわゆるＳＯＨＯという

形での自宅を事業化、一つのオフィスとして、取り組んでいこうというような方々は、

光ファイバーの設置っていうのは最低条件になってくるわけで、将来としては、そうい

うふうな方々の転入ということの見込みも考えられるということもあわせて申し述べさ

せていただきます。 

○議長（今泉 正敏） はい、大楠議員どうぞ。  

○議員（大楠  英志）  山間地域の住民としては大変ありがたいことでございますが、あ

る程度採算性が業者としてもあると思いますので、その辺の加入率というのが当然出て

くると思います。 

  また、担当課の皆さん方には御苦労をかけると思いますが、この光ケーブル敷設が、

うまい具合にいきますようにひとつ、よろしくお願いいたしまして質問を終わります。  

○議長（今泉  正敏）  お計りいたしますが、ただいま、半数の４名が終わりまして、間

もなく１２時１５分になりますので、ここで昼食を挟みまして、１３時から再開したい

と思います。 
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（休憩 午前 １２時１５分～１３時００分） 

 

○議長（今泉  正敏）  それでは、時間になりましたので、午前中について引き続きまし

て、一般質問を再開いたします。  

  質問順位５番、松田國守議員。 

○議員（松田 國守） 議席番号、８番、松田でございます。  

  防災無線による非常放送を問うということで、町長にお尋ねいたします。  

  ことしは梅雨入り以来、台風や前線の影響で雨が多く、西日本の広範囲において、洪

水や土砂災害が発生しております。  

  幸い我が町篠栗町では大きな被害は発生しておりませんが、台風や豪雨で、被害に遭

われた山口県や四国、あるいは、京都府、和歌山県等々では深刻な被害が出ております。  

  先月２０日未明に発生した広島市の土砂災害では、死者、行方不明者が８７人と報道

されており、今なお、捜索が続けられています。  

  犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするとともに、一刻も早い復旧復興を願うとこ

ろであります。 

  その広島市では、このたび、避難勧告がおくれたとのことであります。  

  １分１秒を争う避難勧告のあり方に、篠栗町では、どのように対応されておりますか、

お尋ねします。 

  また、最近の深夜未明に、大雨洪水警報が発表されました、との放送が数回ありまし

た。そのうち１回は山間部地域に避難勧告が出されました。  

  以前には耳にしたことのない非常放送ですが、放送形態が変わったのでしょうか。  

  あわせてお尋ねいたします。  

○議長（今泉 正敏） それでは、ただいまの質問に対して、答弁を求めます。  

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは、防災無線による非常放送を問うという、松田議員の御質

問に答弁をいたします。 

  その前に、今もお話がありました、広島市の土砂災害により、犠牲になられました多

くの方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様の１日も早い復旧・復興を心

からお祈り申し上げます。  

  防災無線による非常放送のあり方についてということでございますが、各地で発生す

る大雨災害では、避難勧告等が適切なタイミングで発令できていないこと。  

  避難勧告等が住民に迅速確実に伝達できてなかったことなどが教訓として残りました。  
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  このため、ことし４月、国において、避難勧告等の判断伝達マニュアル作成ガイドラ

インの見直しが行われまして、全国の自治体に対し、避難勧告等の発令の判断材料とな

る具体的な防災気象情報が示されました。  

  住民の迅速かつ円滑な避難を実現することは、市町村の責務であります。  

  本町では、平成２１年の九州北部豪雨災害以来、防災力の強化に努めてまいりました

が、このたび、この国の指針を参考に、町の特性に合った水害及び土砂災害時における

避難勧告等の発令基準の見直しを行いました。  

  その主な見直しの内容につきまして御説明いたします。  

  １点目といたしましては、避難勧告等の発令基準となる指標について、今までは気象

庁の大雨洪水警報のほかに発令の基準となるわかりやすい定量的な指標を定めておりま

せんでしたので、上町・金出川の水位情報をもとに、多々良川の流域及び若杉側上流の

流域雨量指数を活用して判断することにいたしました。  

  ただし、県及び気象庁から、土砂災害警戒情報が発令された場合は、河川水位や雨量

指数に関係なく、土砂災害警戒区域が多く存在する城戸区、山手区、山王区、萩尾区、

若杉区、金出区の山間部に、避難勧告を発令することといたしました。  

  さらに、土砂災害警戒情報発令中に、記録的短時間大雨情報が発令された場合には、

指定地域に避難指示を発令することとしております。  

  次に、２点目といたしましては、避難勧告等の発令のタイミングにつきまして、避難

は、災害から身を守るための行動であるため、避難勧告の発令は、空振りは許されても、

見逃しは許されません。 

  そのため住民一人一人が、いち早く避難行動をとる判断ができるように、できるだけ

早期に躊躇することなく伝達することといたしました。  

  今までは、特にお知らせをしていなかった大雨洪水警報等の情報を、準備情報として、

防災行政無線を通じて、お知らせしているのもその一環であります。  

  また、町職員はもちろんのこと、区長の皆様にはこれらの災害情報を、緊急速報メー

ルシステムにより一斉に送信し、避難所の開設といち早い対応をお願いしているところ

でございます。 

  御存じのとおり避難勧告等には、災害対策基本法において強制力を伴っておりません。

これは、一人一人の命を守る責任は行政にあるのではなく、最終的には、個人にあると

いう考え方に立っています。  

  このため、町では、住民一人一人が避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供す

ることに最善を尽くしてまいります。  
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  住民の方々には町からの情報を参考に、みずからの判断で、避難行動をとることに最

善を尽くしていただきたいと考えております。  

  今後とも、特別警報が出されるような災害に備え、確実な情報伝達や、適切な避難誘

導ができるよう、町として対策の充実に努めてまいりたいと考えております。  

  開会日の諸情勢報告において、私は、町内の山間地域に居住されてある町民の皆様は、

周りに土砂災害危険地域があることをしっかりと認識していただき、今後とも、役場防

災本部が発信する大雨洪水警報や避難勧告等に、即時的確に対応できる体制を地域全体

でとっていただくよう、お願いします。今後も住民の皆様への周知徹底を継続して行っ

てまいりたい。と申しました。このことは大変重要なポイントでございます。  

  防災システム研究所の山村武彦先生に教えていただいた防災については、自主防災は

自守防災、つまり自主的な防災は自分を守る防災、との心で、自助、近助、共助という

安全安心を支えるネットワークづくりこそ最も大事にしていかなければならないと考え

ております。 

  どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、松田議員。 

○議員（松田 國守） ただいま、事細かい答弁ありがとうございました。  

  避難勧告等の発言について、るる答弁をいただいたわけでございますが、要は避難は

災害から身を守るための行動であるから、町として、空振りする事を怖れず、ためらわ

ず、発令すると。 

  それから住民は、命を守る責任は最終的に、個人にあるという考え方に立ってみずか

らの避難行動をとるということ、そして、そのため町では住民一人一人が、避難行動を

とる判断ができるよう、知識と情報を早く提供するということに最善を尽くすというこ

とだと思います。 

  我が町では、今年３月にですね、篠栗町地域防災計画を改定しまして、詳細でわかり

やすい篠栗町防災マップが作成されまして、４月に各家庭に配布されました。  

  それからまた２２年の７月には、我が家の防災という冊子ができ永久保存版として、

全家庭に配布されております。  

  これらのマニュアル等が必要ないことを願いながらも、広島市の土砂災害を教訓とし

て、答弁で述べられたように、これからも、引き続き危機管理の徹底を要望して質問を

終わります。 

○議長（今泉 正敏） それでは、次に参ります。  
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  質問順位６番、村瀬敬太郎議員。  

○議員（村瀬 敬太郎） 議席番号１番、村瀬敬太郎でございます。  

  先ほど松田議員の御質問、また、町長の御答弁でもありましたように、広島市で８月

２０日に土砂災害が発生しまして、きょうで３週間が経過したそうでございます。  

  死者は７３名、また、１人の方の行方がわかっておらない状況でございます。  

  このことは他人事ではございませんで、我が町は不幸にして、同じ経験を過去にいた

しました。ニュースの映像見るたびにあの時のことが思い出されます。二度と人命を失

ってはならない。そういう思いを新たにいたすところでございます。お亡くなりになら

れました方々に心よりご冥福をお祈り申し上げます。  

  さて、最近の篠栗町の防災につきましては、平成２１年の災害以降、充実が図られま

して、各区での自主防災組織の立ち上げ、防災マップの配布、防災訓練や専門家の講演

など、さまざまな角度から取り組みが行われ、住民の防災意識の高揚に一定の効果が上

がっておるものと思われます。  

  しかし、ある山間部の住民の方は、「私の家は、土石流警戒地域内にありますが、早

目の避難が必要なことはわかっています。最近のように、急激に強い雨が降り、指定の

緊急避難場所まで行く避難路も危険なケースを考えると、避難のために家を出て、その

後、具体的にどうすればいいのか、想像がつかなくなります」と訴えられます。  

  また、複数の区長さんが、「自主防災を確実なものにしたい。もっと情報が欲しい。

消防団や民生委員、ほかの団体とも情報交換や連携ができないだろうか」と、地域のこ

とを心配されております。  

  これは、自助や自主防災という観点からすれば、自身でもっと考え、判断をすべきと

いうところでございますが、見方によれば、自助の意識、近助、共助の意識が芽生え、

次の段階に育とうとしている証とは言えないでしょうか。  

  各個人への支援が適当でないことは、もはや常識ですが、自助の徹底が近助、共助に

つながるということも言われております。  

  個々への指導・教育が難しいのであれば、各区単位、防災組織単位で、ワークショッ

プを開いていただいて、そこで、避難時期や避難経路、避難先など、個々人の問題を話

し合っていただくのであれば、可能ではないでしょうか。  

  我が町の防災が本格化してから、自主防災組織が立ち上がり、これまでの町の支援に

より、住民の防災意識は急速に高まっております。  

  しかし、せっかく生まれて立ち上がった組織や意識も、手を離せば転んでしまうので

はないでしょうか。 
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  ここは自助のさらなる理解に向け、自主防災組織にワークショップを開く方法などを

指導するなどして、その機能強化と、住民ニーズを的確にとらえた粘り強い支援が必要

と考えますが、いかがお考えでしょうか。町長の答弁を求めます。  

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは、三浦町長。 

○町長（三浦  正）  村瀬議員の次の防災支援策を、という御質問についてお答えいたし

ます。 

  自主防災組織に対する次の支援策でございますが、ひとたび大規模な災害が発生した

ときは、被害者を少しでも軽減させるために、住民の自発的組織である自主防災組織の

機能が十分に発揮されることが重要でございます。  

  そのために、自主防災組織の重要性と体制整備につきましては、これまでも、社会教

育関係団体等研修会を通じ、住民の皆様へお願いし、町から組織規約や編成の標準モデ

ルをお示しするとともに、ヘルメットや拡声機など資・器材配布の支援を行ってまいり

ました。 

  現在、各区の自主防災組織では、救命講習や、避難訓練等の取り組みが行われており

ますが、地域ごとに、温度差があるのが現状でございます。  

  このため、御指摘のワークショップの開催方法の指導といった支援策も含め、全体的

な、底上げを図っていく必要があると痛感しているところでございます。 

  特に、全国の自主防災組織が抱える１番の課題は、中心となる人材の不足と言われて

おります。 

  本町におきましても数年で役員の入れかえが行われる各区自主防災組織においては、

組織のリーダーとなる人材の育成がとくに重要であると考えておりますので、消防士や

消防団ＯＢなどの専門知識を持つ方の掘り起こしや、資格取得者促進を目的とした支援

策を検討してまいりたいと思います。  

  また、山間部と平野部では、関係する災害の種類が異なることから、それぞれの地域

実情に合わせたマニュアルの整備が必要となります。  

  今後、各組織の活動マニュアルや、避難所運営マニュアルなどの整備、さらに、本町

におきましては土砂災害の危険箇所が多くあることから、土砂災害警戒区域の指定箇所

の情報などについて、提供してまいりたいと考えております。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、村瀬議員。 

○議員（村瀬  敬太郎）  篠栗町地域防災計画によりますと、自主防災組織の活動内容で
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すが、やはり訓練や講習なしには、活動ができない、難しいものが多くあるように思い

ます。 

  そのような意味では、以前にも実施していただいておりましたような指導、研修、ま

た訓練、自主防災組織への活動の働きかけ、それからまた提案など、きめ細かい対応を

していくべきではないかと考えておりますが、その点はいかがでしょうか。  

○議長（今泉 正敏） 三浦町長。 

○町長（三浦  正）  細かい具体的な詳細でございますので、総務課長から答弁をさせた

いと思います。 

○総務課長（大塚 哲雄） ただいま議員、御質問の件についてでございます。 

  先ほど申されましたように、篠栗町地域防災計画の中でも、自主防災組織の育成、指

導という項目が明記されております。  

  その中でも、行政区に対する積極的な指導、助言、組織等の向上と、実効ある自主防

災組織の育成ということも含めて明記されております。  

  それも踏まえまして、あらゆる研修機会といろいろな状況の中での機会を、町として

も十分提供していくように努めていきたいと考えております。  

  以上でございます。 

○議長（今泉 正敏） 村瀬議員。 

○議員（村瀬 敬太郎） 今答弁をいただきました。  

  十分であったと思っております。  

  地域住民の方も、区長、地域防災組織の会長も兼ねておられるわけですけど、大変心

配をして、自分たちにもできるんだろうかというような心配をしております。  

  ぜひですね、細かい支援をお願いして、私の質問を終わりたいと思います。  

○議長（今泉 正敏） それでは、次に参ります。  

  質問順位７番、荒牧泰範議員。  

○議員（荒牧 泰範） 議席番号１２番、荒牧でございます。  

  町長に１点、お尋ねいたします。  

  わかりやすい数値基準を求めるということで、年末で町長就任から１０年を迎えられ

ますが、当時と現在の財政状況を見ますと、心配しておられた地方交付税も微増し、標

準財政規模は８億５,０００万円ほど増加しましたが、基準財政需要額の膨らみにより、

財政力指数は０.０３ポイント低下しております。  

  また、基金は半減し、実質公債費比率は８ .６ポイント悪化、経常収支比率も８ .５ポ

イント上昇し、窮屈な運営になっております。  
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  これらの数値を見ておりますと、将来我が町は大丈夫だろうかと心配になってまいり

ますが、よく見ますと、基金減少の一部や公債費の増額は、１５年分ほどの事業を一度

にやった臨時経済対策債によるもので、当時から織り込み済みであり、経常収支比率の

上昇は、国の資金不足による臨時財政対策債の発行や国の施策による扶助費等の増額に

よるところが大きく、財政状況は他の自治体に比べ良好な運営であると思います。  

  議員として、町の財政状況の良し悪しを判断するときに、もっと実情に即した財政指

標があるべきと思います。  

  財務省は、都道府県の財政状況を知る新たな数値基準を策定するようですし、町長会

において、わかりやすい財政数値の採用を求めていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは答弁を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは、荒牧議員のわかりやすい数値基準を求める、との御質問

についてであります。 

  まず初めに、この１０年間の財政指標の変化について、御説明を申し上げますと、平

成１６年度と２５年度の決算の比較でございますが、財政力指数は、０．０３ポイント

低下し、０．５０２ポイントとなっております。  

  標準財政規模は、臨時財政対策債発行可能額を含むこととなりましたので、１１億６ ,

６００万円余り増加しております。  

  実質収支比率は単年度ごとで見ますと、多少の増減はございますが、１０年間で見ま

すと０.９ポイント低下し、５％、経常収支比率は８ .５ポイント悪化して９０ .４％とな

っております。 

  なお実質収支比率は決して悪い数字はございませんが、その他の財政指標は余り好ま

しいものではございません。  

  その要因といたしましては、社会保障関連経費の扶助費及び起債償還の公債費の義務

的経費の増加、一部事務組合への負担金の補助費及び特別会計への繰出金の増加等が挙

げられるわけでございます。  

  また、その他の指標といたしまして実質公債費比率は、平成１７年度から８ .６％上昇

いたしまして、７.１％となりました。 

  公債費比率は４.７ポイント増加いたしまして１２ .７％に、公債費負担比率も１２ .９

ポイント増加して２５％になっております。  
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  基金残高が半減ということでございますが、平成２５年度末基金残高は２９億６ ,２０

０万円で、この１０年間で、５億２,９００万円という金額の減少でございます。  

  起債残高を見てみますと、５１億円減少し、７９億４ ,２００万円となっております。 

  確かに基金の一部を繰上償還等の費用に充てておりますが、起債残高はさらに大幅に

減少しているところでございます。また、このことが、公債費比率の低下の要因になっ

ているわけでございます。  

  るる申し上げましたが、今申し上げたところが１０年間の主な財政指標の変化でござ

いますが、なかなかわかりにくいものでございます。  

  この指標から町の財政状況を御心配される方もおられると理解しておりますが、平成

２６年度の償還をピークに、公債費は減少傾向にありますので、公債費比率の指数も良

化へ向かうものと思っております。  

  また、後日決算特別委員会において、監査委員からも報告があると思いますが、財政

の健全化判断比率におきまして、糟屋地区内でもかなり良好な水準を維持しております。  

  議員が言われますように国の施策で、一部の財政状況の数値に大きく変化する指標も

ございます。 

  経常収支比率もその一つでございまして、本来の町の指標としてはわかりづらいとこ

ろがございますが、現時点では、他の自治体と比較できます手段の一つでございますの

で、こういう判断で説明をしているところでございます。  

  今後は国の基準を満たします数値で、住民の皆様になるべく分かりやすい形で公表で

きるよう、新たな指標の策定に向けて勉強してまいります。  

  また、国の動向を注視しながら、また他の自治体と連携を図りながら、わかりやすい

財政数値のあらわし方を検討していくことも、今後の財政運営に必要であるかと考えて

おります。 

  年度の５月に行っております行政区説明会においては、今申し上げたような内容がな

かなかわかりづらいところでございますので、ダイレクトに、今、起債がどれくらい減

っているのか、基金がどのような状況にあるのか、今後返済がどういうふうな形になる

のかということを中心に、今は説明しているところでございますが、私どもの自治体の

場合に、交付税の割合がかなり多ございます。  

  基本的には直接税収をこれからふやさないことには、その７割５分当たりぐらいの、

地方交付税が減少しますが、５億であれば１億以上、１０億であれば２億以上の実入り

がふえてくるわけでございますので、そういうふうな取り組みをしていくことが、私ど

もの自治体の財政の健全化にしっかりと貢献していくものだというふうに思っておりま
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す。 

  数値の改善は、そこを待たなければ、はっきりと、良好な展開を迎えることはありま

せんので、よろしくお願いいたします。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） まず初めに、訂正をさせてください。  

  基金が半減ということは、私が舌足らずで申しわけありません。  

  決算概要統計表で言うところの減債基金と財政調整基金を除くその他部分が１６年度

末から半減しているという誤りですので、その分を付け加えさせていただきたいと思い

ます。 

  再質問に入りますが、例えば今おっしゃった、起債がこれだけ減っているんだよ、そ

の起債にすると、例えばＫ町ですと、１２０億ぐらいの一般会計規模で、大体これから

１０年ほど、１１億ずつ返済しなくちゃいけない、なおかつ、エアコン化をやるという

話もいろいろあって、その上に乗っかってくるであろうということ。  

  Ｓ町においても、うちよりも財政規模が小さいのにほとんど変わらないくらいの起債

があるとなると、その数だけ見てもうちは決して悪い指標でない。  

  借換債を起こした後、どうなるか知りませんが、その借換債を起こす前は起債償還時

に交付税措置が多いときは９０％ほど、少なくても６７、８％が交付税措置されるとな

ると、自主的な一般会計の持ち出しっていうのが、自主財源に占める割合っていうのを

出してみると非常にほかの町との差がわかりやすいんじゃなかろうかと思うんで、そこ

は国の指標を待つまでもなく、町長会なりでも、僕らの勉強会で、そんなのを出してみ

ようかというの一つの手じゃなかろうかなと思いますんで、やっていただけるかどうか。  

○議長（今泉 正敏） 三浦町長。 

○町長（三浦  正）  詳しくはまた、決算の認定の際に、担当課から説明を申し上げる予

定にしておりますが、今お話のように、今後新たな起債がなければ、という前提で申し

上げるならば、現在７９億の起債の残高に占める交付税措置、それから、７９億の中に、

私ども４６億程度の臨時財政対策債という１００％国の持ち出し分がありますから、元

利等も含めましても、７９億１ ,８００万というこの現在の残っている起債部分に、一般

会計として持ち出す元利分の合計は、９億を切る程度であろうかというふうに思います。

詳細はまた細かく説明いたします。  

  今、その辺のところが１番ポイントとなる指標じゃないかというお話の中で、町長会

の中でも、糟屋地区の中でそういう指標をつまびらかにして、比較をできないかという
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ことでございますが、現状におきましても、Ｋ町におきましても、そのあたりは不開示

というようなことを言われておるところがございまして、なかなかそれをお互い共通理

解のもとに、判断材料として持ち寄ろうということがなかなか難しい状況であるのが現

実でございます。 

○議長（今泉 正敏） はい、荒牧議員。 

○議員（荒牧  泰範）  先様の御理解が得られないのじゃちょっと難しいと思いますが、

御努力をお願いしたいと思います。  

  あと先ほど言いました、財務省の債務償還可能年数やら、経常収支比率やら見るから

にわからない数字で、町長が元銀行マンだからというんじゃなしに、銀行の焦げ付きを

なくすために、国サイドの危険率表みたいな数値にしか見えません。  

  そうでなくして、例えば、うちの町だったら、投機的な建設的起債がいくら、それと

か将来に向けた子どもを養育する教育費、そんな将来に向けた部分の比率が何に対して

どんだけあるんだよとかいう町の施策というのが見えてくるような指標がぜひとも欲し

いなと思いますんで、そのあたりひとつ、よそが乗ってくるかは別にして、町民の方の

行政説明会に使うにしても、わけわからない比率出すより、それがよっぽどわかりやす

いと思うんで、採用していただきたいと思うんですがいかがでしょうか。  

○町長（三浦 正） 今、お話の趣旨は大変よくわかります。  

  私どもの町としても住民の皆さんにわかりやすいような数値を出していくことは考え

ていかなければならないと思いますが、一方で国とか県が、例えば県でありますと、全

県下の市町村の一覧表というな形で、私どもの財政状況が、つまびらかにされるわけで

ございますが、そこでは、また、今までと同じような指標で出されてくるっていうよう

なこともありまして、その辺の内部的に私ど町内ではこうですよ、一方その外部的な指

標では、わかりにくいところもあります。  

  その辺は私ども、町村会でしっかりと考えていきながらやっぱり、私ども単独ではな

く、全体がこういう指標にのっとったらこうだというようなことをやっぱり取り組んで

いかなければいけないかなというふうに思っておりますので、今後検討してまいりたい

と思います。 

○議長（今泉 正敏） それでは、最後になります。  

  質問順位８番、草場謙次議員。  

○議員（草場 謙次） 議席番号６番、草場です。  

  残土処理場の跡地利用について質問をいたします。  

  残土処理場が完成して、この間、下水道工事や多々良川の浚渫工事など、篠栗町のた
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めに大変役に立ってきました。  

  この残土処理場の跡地を、グラウンドゴルフや、パラグライダーが着陸できる総合公

園にしてはと提案をいたします。  

  現在、若杉太祖宮前の田んぼに、米の山からパラグライダーが着陸していますが、稲

作をされている時期は、使用することができません。  

  町民の方の中には、パラグライダーが飛んでくるのを楽しみにしておられる方が多数

おられます。 

  町長は、このパラグライダーと篠栗町の関係をどのように思っておられるのか、質問

をいたします。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  それでは答弁を求めます。  

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  草場議員の残土処理場の跡地利用の件について答弁いたしますが、

御質問の趣旨を踏まえて、パラグライダーを残土処理場の跡地に着陸するようにしては

どうかという点に絞って、答弁をいたします。  

  残土処理場は、町が発注する土木工事等の発生残土の受け入れのみを行うとともに、

現在までに受け入れた残土により、下流域への影響がないか毎年、水質検査を実施して

おり、残土受け入れ完了後も３年程度は継続した調査を行いまして、残土処理場の安全

性を確認した後、跡地利用への具体的な方針に沿った整備を実施したいと考えておりま

す。 

  有効利用可能な面積は最大で１．９ヘクタールになると見込んでいるところでござい

ます。 

  御質問の中にありましたようにパラグライダーへの利用も一つの案ではないかと御提

案がございました。 

  私は、この新しい利用可能な１ .９ヘクタールの町有地については、付加価値の高い利

用が望ましいと考えておりまして、隣接地の民有地の採石場跡の今後の有効利用も含め

て、有効利用による産業業務用地の形成地域として、まとめつつあるところでございま

す。 

  今後、関係の皆様方の理解を深めるとともに、御提案を集約しながら具体的な跡地利

用の方向性を検討してまいりたいと考えております。  

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、草場議員。 
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○議員（草場  謙次）  私も、パラグライダーの跡地に何が何でもするというする気持ち

はありません。 

  町長がおっしゃいましたように、町のために、有効な活用があれば、そっちの方向に

していただいても構わないと思います。  

  これは私の提案でありまして、あとは執行部の考えられる方向で、よろしくお願いし

たいと思います。以上質問を終わります。  

  ２番目の質問をいたします。  

  篠栗町老朽危険空き家対策事業要綱の実施状況について、質問をいたします。  

  埼玉県所沢市が、２０１０年７月に、全国で初めて空き家条例を制定し、それ以来、

北海道から鹿児島まで、多くの自治体が空き家条例を制定しています。全国１ ,７００市

町村のうち、単独の空き家条例があるのは、２００近くあります。  

  篠栗町でも、平成２５年４月１日から、篠栗町老朽危険空き家対策事業実施要綱が、

実施されております。管理不全な危険家屋があることにより、防災・衛生・防犯上の観

点から、生活環境に影響を与えるようになります。  

  日南市が、町内の空き家を調査したところ、４６２戸もあり、そのうち、２４７戸が

廃屋に近い状態にあるとありました。  

  篠栗町において、老朽危険空き家と思われる家は、何件くらいあるのか、調査された

ことはありますか。老朽危険家屋調査委員会は、どのような活動をされておられますか。

また、この要綱に沿って、実施された例があるのかを、質問をいたします。  

○議長（今泉 正敏） 答弁を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  それでは、老朽危険空き家対策事業要綱の実施状況について、御質

問にお答えいたします。 

  現在本町におきまして、空き家対策に係る総合的な担当部門は設けておらず、防災防

犯上の問題、環境衛生上の問題、景観上の問題、など事案ごとに、総務課、福祉環境課、

都市整備課などの各担当課が対応策を講じるとともに、複数の課にまたがる事案につい

ては、必要に応じて関係各課が連携しながら解決を図ってまいりました。  

  本町における老朽危険家屋数に関しては、専門の調査を実施しているわけではありま

せんが平成２０年の住宅土地統計調査によりますと、空き家の総数は１,２４０戸となっ

ています。 

  このうち、賃貸売却用等の住宅で空き家の状態のものが９００戸ありますので、長期

にわたって不在の住宅総数は、３４０戸あるわけでございます。  
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  なお、この調査結果につきましては、平成２５年度に実施いたしました当該調査の結

果が１０月以降に公表されますので、今後、精査してまた御報告したいと考えておりま

す。 

  次に、老朽化家屋に関する相談件数でございますが、要綱施行から現在までに町に寄

せられました相談件数は１件もございませんでした。  

  このほかに雑草の生い茂りや景観上、防犯上よくないとの理由による御相談が５件ご

ざいましたが、いずれも、担当課から所有者を調査した上で、適切な管理を促し、現在

はほとんどが適正に管理されているところでございます。  

  次に、老朽危険空き家調査委員会の活動内容と、要綱に沿った事例の有無に関してお

答えいたします。 

  老朽危険空き家調査委員会は、老朽危険空き家に関する苦情内容及び外観を確認し、

空き家が寄付採納後、除去されるまでの事務を行う担当課を決定することを所管として

おります。 

  さきに述べましたように該当する事案が、今のところございませんので、具体的な活

動は特に行っておりません。  

  現状といたしましては、空き家に係る相談の受付件数は決して多くありませんが危険

老朽化した空き家が放置されることは、住民の皆様の生活環境のさまざまな面で、影響

を与える深刻な課題であると認識しておりまして、今後、高齢化や、人口減少により、

その増加も懸念されることから、町といたしましては、対策を強化すべき課題の一つで

あると考えております。 

  空き家は私有財産でありまして、町が法的に撤去等を行う権限はありませんので、現

状では、所有者を調査した上で、適切な管理を促すことで、所有者の自主的な改善を促

してまいりたいと思っております。  

  御指摘のように、全国３００以上の自治体で空き家の適正な管理に関する条例等を制

定し、首長に除去等の命令権を付与する規定を設けるなどの取り組みが開始されてあり

ます。 

  本町におきましては、他の自治体の取り組みについて十分な調査を行い、窓口におけ

るあり方や体制を含めて、どのような対策がふさわしいのか、研究してまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（今泉 正敏） 再質問ございますか。 

  はい、草場議員。 
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○議員（草場  謙次）  ただいま空き家の件数を聞きまして、私が思ったよりも多いなと

いうことを思いました。 

  老朽危険空き家対策事業要綱が、相談がなかったということで、実施できなかったと

いうことでありますが、空き家の所有者の方に、この事業の要綱が伝わってないのでは

ないかなという感じをいたします。  

  この空き家の所有者の方、篠栗に在住していない場合ですね、その要綱ができたとい

うことをですね、知らせる方法はないかもわかりませんが、その辺はどのようでしょう

か。 

○議長（今泉 正敏） はい。 

  三浦町長。 

○町長（三浦  正）  ただいまのやりとりの中で、少し混同してる部分があると思うんで

すが、空き家という概念と、老朽危険空き家という概念については、少し距離があると

思っております。 

  空き家対策というのは、基本的にはこの老朽危険空き家対策のことでございますので、

その辺を踏まえたところで、答弁をすれば、今お話のように所有者に対して説明をした

のかということでございますが、当然、老朽危険空き家については、私ども地域の区長

さんなり、いろんな方々から問い合わせ、あるいは、何とかしてくれという要望があり

ます。 

  それについては、私どもも対応していくわけでございますが、私どもが逆に、お宅の

空き家は老朽危険家屋ですから、こうしなさいというような指示命令を行うことは毛頭

できる話ではございませんので、全戸にわたってこれを通知徹底しているかというと決

してそういうことはできていない、もちろんするべきではないというふうに思っており

ますので、その辺のところは御承知おきいただきたいと思います。 

○議長（今泉 正敏） はい、草場議員。 

○議員（草場  謙次）  少し視点を変えてですね、空き家というふうになくて、例えば、

古民家などのことについてちょっとお伺いいたします。  

  今、各地において、古民家などを利用して、観光に役立てているところがあります。

要は古民家を使って、商売をして繁盛しておられるところあります。その古民家とかを

利用して、観光産業として、そういうことは考えられませんか。  

○議長（今泉  正敏）  質問通告は、いわゆる老朽危険空き家対策事業のことであって、

先ほど町長が、答弁されましたように、まるっきりその角度が違い過ぎますので、そこ

は受け付けかねますが。 
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○議員（草場  謙次）  これで一応質問としては終わりますけど、老朽危険家屋がですね、

１日も早く解決すればということを要望して終わります。  

○議長（今泉 正敏） それでは、以上で本日の日程は全て終了いたしました。  

  これをもちまして散会といたします。  

散会 午後 １時５１分 

 

 

 


